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調査の趣旨等 

１ 調査の趣旨 

公正取引委員会は，これまで入札談合や発注機関の職員による入札談合等関与行為

を防止するためには発注機関側の取組が極めて重要であるとの観点から，発注機関に

おける入札談合等防止のための取組等について調査を実施し，現状の問題点や課題を

明らかにするとともに，問題点を解決する施策等について，報告書に取りまとめ・公表

を行うなどしている。直近においては，平成 23年９月に，国の機関，都道府県・政令

指定都市等人口５万人以上の地方公共団体及び政府出資法人を対象に行ったアンケー

ト調査結果等を踏まえた報告書「官製談合防止に向けた発注機関の取組に関する実態

調査報告書 ～発注機関におけるコンプライアンス活動～」1（以下「23 年調査」とい

う。）を公表している。 

しかし，依然として，発注機関の職員が入札談合等に関与した事件2が多くみられる

状況にあり，また，これら事件が発生している発注機関は国の機関，地方公共団体，政

府出資法人と様々である。特に，地方公共団体においては，人口５万人未満の中小規模

の市町村においても発生している。 

このような現状を踏まえ，発注機関におけるコンプライアンスの向上に資すること

を目的として，アンケート調査及びヒアリング調査を実施した。 

なお，本報告書の取りまとめに当たっては，23 年調査でも同様の設問がある場合は

その主なものにつき，参考として 23 年調査の結果も記載した（今回の調査では地方公

共団体の全数を対象として調査を行っているが，23 年調査では人口５万人未満の地方

公共団体を対象にしていないほか，一部は抽出調査としているなど，今回の調査と 23

年調査との単純な比較はできない点につき留意が必要である。）。 

２ 調査の方法

(1) アンケート調査 

平成 29 年３月末時点の状況について，入札談合等関与行為の排除及び防止並びに

職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律（以下，「入札談合等関

与行為防止法」という。）の適用対象となる国の機関，地方公共団体及び政府出資法

人の合計 2,018 機関に対してアンケート調査票を送付し（平成 29 年 12 月），1,768

機関から回答を得た（回収率 87.6％）。アンケート調査を取りまとめるに当たって

は，ヒアリング調査（後記(2)参照）等を通じて明らかになった回答誤りを取り除く

などの所要の処理を行った。 

1 http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-tyoutatsu/h23/index.html 
2 本報告書では，公正取引委員会が職員の入札談合等関与行為（入札談合等関与行為防止法第２条第５項

各号）を認定した事件のほか，職員が入札談合等関与行為防止法の職員による入札等の妨害の罪（第８

条）を犯した事件，職員が刑法の競売入札妨害罪（第96条の６第１項）を犯した事件及び職員が刑法の談

合罪（第96条の６第２項）の共犯となった事件を指す（これら事件をまとめて以下「官製談合事件」とい

う。）。
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本アンケート調査の調査対象発注機関 

発送先 発送数 回答数 回収率 

国の機関 25 25 100.0％ 

都道府県又は政令指定都市 67 67 100.0％ 

中核市又は人口 20万人以上の地方公共団体 110 108 98.1％ 

人口５万人以上 20万人未満の地方公共団体 420 399 95.0％ 

人口５万人未満の地方公共団体 1,191 996 83.6％ 

政府出資法人 205 173 84.4％ 

全体 2,018 1,768 87.6％ 

（注１）「国の機関」は，公正取引委員会が入札談合の未然防止等を目的として毎年開催している「公共入札

に関する公正取引委員会との連絡担当官会議」に出席している行政機関である。 

（注２)「都道府県又は政令指定都市」，「中核市又は人口 20万人以上の地方公共団体」，「人口５万人以上 20

万人未満の地方公共団体」，「人口５万人未満の地方公共団体」は，平成 28 年 10 月 10 日時点におい

てそれぞれ該当する全ての地方公共団体である。 

（注３)「政府出資法人」は，平成 29年４月現在において国が資本金の２分の１以上を出資している 212法

人から，廃止予定の法人及び清算中の法人を除いたものである。 

（参考）23 年調査の調査対象発注機関 

発送先 発送数 回答数 回収率 

国の機関 22 20 90.9％ 

都道府県 41 39 95.1％ 

政令指定都市 17 16 94.1％ 

中核市 35 35 100.0％ 

人口 30 万人以上の地方公共団体 28 27 96.4％ 

人口５万人以上 30万人未満の地方公共団体 200 192 96.0％ 

政府出資法人 183 162 88.5％ 

全体 526 491 93.3％ 

(注１）「国の機関」は，公正取引委員会が入札談合の未然防止等を目的として毎年開催している「公共入札

に関する公正取引委員会との連絡担当官会議」に出席している行政機関である。 

(注２)「都道府県」，「政令指定都市」，「中核市」及び「人口 30万人以上の地方公共団体」は，平成22年３

月末時点においてそれぞれ該当する全ての地方公共団体である。ただし，平成 23年３月 11日の東日

本大震災発生を踏まえ，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用を受けた地方公共団体（以下

「被災地方公共団体」という。）等については，原則発送を取りやめた。 

(注３)「人口５万人以上 30万人未満の地方公共団体」は，平成 22年３月末時点において該当する地方公共

団体から被災地方公共団体等を原則として除き，無作為に抽出した200 の地方公共団体である。 

(注４)「政府出資法人」は，平成 23 年１月現在において国が資本金の２分の１以上を出資している 218 法

人（独立行政法人，国立大学法人，大学共同利用機関法人等）から，被災地方公共団体の区域に所在

する法人，廃止予定の法人及び清算中の法人を除いたものである。 
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(2) ヒアリング調査 

アンケート調査の記述式回答において，他の発注機関にも参考となると思われる

取組例を回答した発注機関 130 機関に対して，電話又は面談の方法によるヒアリン

グ調査を行った。 

(3) 調査項目 

アンケート調査票（参考資料１）のとおり。 



4 

調査結果 

１ 職員が入札談合等に関与しないよう遵守すべきことを定めた規定の整備 

(1) 秘密情報の管理に関する取組 

秘密情報の内容の明確化とその周知 

アンケート調査において，入札等に係る秘密情報の内容等を定め，職員に周知し

ているかについて尋ねたところ，いずれの発注機関区分においても，「③定めてい

ない」と回答した割合が高く，「③定めていない」と回答した割合が最も低い「都

道府県又は政令指定都市」であっても 58.2％の発注機関が定めていなかった。 

問８ 秘密情報の管理に関する取組 

貴機関では，入札等に係る秘密情報が何であるか（例えば，公表されていない予定価格，指名業者

名，総合評価落札方式における入札参加業者の技術評価点等）や，それらが秘密情報として扱われる

期間について定め，その内容を職員に周知していますか。 

① 定めており，周知している 

② 定めているが周知していない 

③ 定めていない 

（注１）「ｎ」は各設問における有効回答数である（以下同じ。）。 

（注２）中核市は「人口 20万人以上の地方公共団体」に含む（以下同じ。）。 

（注３）表中の割合（％）については，小数第２位を四捨五入しているため，各項目の和が 100％になると

は限らない（以下同じ。）。

① 32.0%

① 40.3%

① 28.7%

① 8.3%

① 3.2%

① 27.2%

② 0.0%

② 1.5%

② 6.5%

② 9.3%

② 6.3%

② 6.4%

③ 68.0%

③ 58.2%

③ 64.8%

③ 82.5%

③ 90.5%

③ 66.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=399)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=991)

政府出資法人(n=173)

①定めており，周知している ②定めているが周知していない ③定めていない
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秘密情報の管理方法に関する規定の整備及びその周知 

アンケート調査において，入札等に係る秘密情報の内容等を定めていると回答

した発注機関に対し，入札等に係る秘密情報の管理方法について明記した規定を

定め，その内容を職員に周知しているかについて尋ねたところ，「国の機関」では

100.0％，「都道府県又は政令指定都市」では 71.4％の発注機関が「①定めており，

周知している」と回答する一方，「人口５万人未満の地方公共団体」では「①定め

ており，周知している」と回答した割合は 14.1％であった。 

本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 作成途中で不要となった秘密情報が含まれる書類については，シュレッダー

等で確実に処分すること，またそのような情報が含まれる電子データについて

は削除することをマニュアルに明記し，職員にも周知している。（人口５万人未

満の地方公共団体）  

① 100.0%

① 71.4%

① 35.9%

① 25.7%

① 14.1%

① 65.5%

② 0.0%

② 0.0%

② 5.1%

② 15.7%

② 18.5%

② 12.1%

③ 0.0%

③ 28.6%

③ 59.0%

③ 58.6%

③ 67.4%

③ 22.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=8)

都道府県又は

政令指定都市(n=28)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=39)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=70)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=92)

政府出資法人(n=58)

①定めており，周知している ②定めているが周知していない ③定めていない

問８－２ 

問８で「①定めており，周知している」又は「②定めているが周知していない」と回答した発注機

関にお尋ねします。貴機関では，入札等に係る秘密情報の管理方法について明記した規定を定め，そ

の内容を職員に周知していますか。 

① 定めており，周知している 

② 定めているが周知していない 

③ 定めていない 
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【参考】23 年調査との比較 

23 年調査においても，入札等に係る秘密情報の管理についての規定を定めてい

るか尋ねている。今回の調査結果と比較すると以下のとおりであり，いずれの発注

機関区分においても規定を定めている発注機関の割合は高くなっている。 

入札等に係る秘密情報の管理についての規定の有無 

（注１）平成 23 年の数値は，23 年調査における「貴機関では，入札等に係る秘密情報（公表されていない

予定価格，指名業者名，公表前の発注予定工事情報等）の管理についての規定を定めていますか。」と

の問いに対し，「①定めている」と回答した割合である。 

（注２）今回の数値は「①定めており，周知している」と「②定めているが周知していない」と回答したも

のの合計である。 

25.0% 21.8%

9.0%

34.0%

100.0%

71.4%

41.3%

77.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

国の機関 都道府県又は

政令指定都市

人口５万人以上の

地方公共団体

政府出資法人

平成23年 今回
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秘密情報の管理方法に関する規定の内容 

アンケート調査において，入札等に係る秘密情報の管理についての規定を定め

ていると回答した発注機関に対し，当該規定の内容を尋ねたところ，いずれの発注

機関区分においても「①文書の持ち出しを制限している」，「④重要度に応じて機

密区分を設け，保管方法（重要なものは金庫で保管等）を指定している」及び「⑤

電子データのアクセス制限を設けている」と回答した割合が高い。 

「⑦その他」の内容としては，「入札参加者から提出された技術資料を，技術審

査のために担当課に回す際には，入札参加者がわからないようにマスキングする」

（政府出資法人）などの回答がみられた。 

問８－３ 

問８－２で「①定めており，周知している」又は「②定めているが周知していない」と回答した発

注機関にお尋ねします。当該規定の内容を教えてください（複数回答可）。 

① 文書の持ち出しを制限している 

② ＦＡＸ，メールの通信記録を取ることとしている 

③ 秘密情報を扱う部署への立入りを制限している 

④ 重要度に応じて機密区分を設け，保管方法（重要なものは金庫で保管等）を指定している 

⑤ 電子データのアクセス制限を設けている 

⑥ 情報管理責任者（部署）を定めて監査等を行っている 

⑦ その他（具体的に記載してください） 

① 62.5%

① 42.9%

① 56.3%

① 48.3%

① 54.8%

① 62.2%

② 50.0%

② 4.8%

② 18.8%

② 3.4%

② 6.5%

② 6.7%

③ 37.5%

③ 28.6%

③ 43.8%

③ 31.0%

③ 22.6%

③ 17.8%

④ 37.5%

④ 42.9%

④ 75.0%

④ 41.4%

④ 41.9%

④ 57.8%

⑤ 62.5%

⑤ 33.3%

⑤ 62.5%

⑤ 17.2%

⑤ 32.3%

⑤ 48.9%

⑥ 37.5%

⑥ 9.5%

⑥ 31.3%

⑥ 0.0%

⑥ 3.2%

⑥ 26.7%

⑦ 50.0%

⑦ 52.4%

⑦ 43.8%

⑦ 31.0%

⑦ 32.3%

⑦ 28.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

国の機関(n=8)

都道府県又は

政令指定都市(n=21)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=16)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体

(n=29)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=31)

政府出資法人(n=45)

①文書の持ち出しを制限

している

②ＦＡＸ，メールの通信記

録を取ることとしている

③秘密情報を扱う部署へ

の立入りを制限している

④重要度に応じて機密区

分を設け，保管方法（重

要なものは金庫で保管

等）を指定している

⑤電子データのアクセス

制限を設けている

⑥情報管理責任者（部

署）を定めて監査等を行っ

ている

⑦その他
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本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 職員が担当外の書類を見るなどの不正を抑止することを目的として，共有フ

ォルダのアクセスログを保存し，各職員がどのフォルダ・ファイルにいつアクセ

スしたのかを記録することにした。（人口 20万人以上の地方公共団体） 

○ 設計額，予定価格，最低制限価格などの秘密情報が記載されている書類は，そ

の管理について特に注意を払うべきであり，書類は手渡しによる持ち回りを原

則としているが，不在の場合やロケーションの関係で難しい場合もあることも

事実であるため，関係者以外には見られないようにすることを徹底するために，

①夜間に決裁者の決裁箱に書類が留まることがないようにする，②執務終了間

際に他庁舎宛てポストに書類を投函することは慎むことを契約課から毎年アナ

ウンスしている。（人口５万人以上 20 万人未満の地方公共団体） 

○ 指名業者の選定に当たって使用した会議資料はすべて回収することを徹底し

ている。（人口５万人以上 20万人未満の地方公共団体） 

○ 入札情報書類は施錠されたロッカー等において保管しているほか，電子ファ

イルはパスワード化している。また，決裁を他課室に回付するときは必ず手渡し

としている。（人口５万人以上 20 万人未満の地方公共団体） 

○ 職場には，委託先の職員等の出入りもあるため，職員がパソコンから印刷を行

った際には，離れた位置にあるプリンタから自動的に印刷物を出力するのでは

なく，プリンタに社員証をかざさないと出力されない設定にして，印刷した本人

以外が印刷物を見ることができないようにした。（政府出資法人） 

○ 情報の持ち出しを防止するため，市販のＵＳＢメモリを読み込めないように

している。また，持ち出し可能なＵＳＢメモリであっても，パスワードを一定回

数間違って入力すると自動的にデータが消去されるようにしている。（政府出資

法人） 
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(2) 外部からの働きかけに対する対応 

外部からの働きかけに対する対応についての取組状況 

アンケート調査において，職員が事業者・ＯＢ等の外部の者から，予定価格，設

計金額，入札参加事業者名等の秘密情報等を漏らす，特定の事業者が入札等に参加

できるようにするなどの法令に違反するような行為をすることを求める働きかけ

を受けた場合，その内容を文書化して上司等に報告すること等を義務付けるとい

った取組を行っているか尋ねたところ，「都道府県又は政令指定都市」では 70.1％，

「人口 20万人以上の地方公共団体」では 50.0％の発注機関が「①行っている」と

回答する一方，「国の機関」では「①行っている」と回答した割合は 36.0％，「人

口５万人未満の地方公共団体」では 9.0％であった。 

本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 職員が事業者と接触する機会そのものを減少させることが，職員が外部から

の働きかけを受けることの未然防止につながるため，入札参加業者からの問い

合わせは基本的に電子メールによる方法に限ることとした。また，公平・公正の

観点から照会された内容及び回答は，照会者等事業者の情報は一切わからない

ようにして，入札参加業者すべてに提供することとして，情報格差が生じないよ

うにした。（都道府県又は政令指定都市）  

① 36.0%

① 70.1%

① 50.0%

① 25.1%

① 9.0%

① 31.2%

② 64.0%

② 29.9%

② 50.0%

② 74.9%

② 91.0%

② 68.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=399)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=992)

政府出資法人(n=173)

①行っている ②行っていない

問６ 外部からの働きかけに対する対応 

近年，発注機関の中には，官製談合事件の防止のための取組として，公共調達に関し，職員が事業

者・ＯＢ等の外部の者から，予定価格，設計金額，入札参加事業者名等の秘密情報等を漏らす，特定

の事業者が入札等に参加できるようにするなどの法令に違反するような行為をすることを求める働

きかけを受けた場合，その内容を文書化して上司等に報告すること等を義務付けるといった取組が見

られますが，貴機関ではこのような取組を行っていますか。また，取組を行っている場合は，取組を

開始した時期と取組の内容を具体的に記載してください。 

① 行っている 

② 行っていない 
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○ 外部から働きかけの電話を受けた場合は，通話内容を録音するように規定し

ている。（人口５万人以上 20万人未満の地方公共団体） 

○ 外部からの働きかけに対する注意事項について，定期的に管理職会議におい

て周知している。（人口５万人未満の地方公共団体） 

○ 事業者との接触等について，点検票を用いた点検を実施し，必要に応じて，職

員にも直接確認を行うこととしている。（政府出資法人） 

【参考】23 年調査との比較 

23 年調査では，外部から働きかけを受けた場合に，その内容を文書化して上司

等に報告すること等を義務付けるといった取組を行っているか尋ねている。今回

の調査結果と比較すると以下のとおりであり，おおむね取組を行っている発注機

関の割合は高くなっているものの，その割合は依然として高いとはいえない。 

外部からの働きかけに対する取組を行っている割合  

（注）平成 23 年の数値は，23 年調査における「近年，発注機関の中には，官製談合事件の防止のための取

組として，公共調達に関し，職員が事業者・ＯＢ等の外部の者から，予定価格，設計金額，入札参加事

業者名等の秘密情報等を漏らす，特定の事業者が入札等に参加できるようにするなどの法令に違反する

ような行為をすることを求める働きかけを受けた場合，その内容を文書化して上司等に報告すること等

を義務付けるといった取組が見られますが，貴発注機関ではこのような取組を行っていますか。」との問

いに対し，「①行っている」と回答した割合である。 

35.0%

58.2%

30.7%
21.6%

36.0%

70.1%

30.4% 31.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

国の機関 都道府県又は

政令指定都市

人口５万人以上の

地方公共団体

政府出資法人

平成23年 今回
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外部との接触における留意点の作成・周知 

アンケート調査において，発注担当職員と事業者又はＯＢとの接触に関して，例

えば，応対は一人では行わない，定められた場所で応対するなど，留意すべき事項

を定め，発注担当職員に周知しているか尋ねたところ，いずれの発注機関区分にお

いても，「③定めていない」と回答した割合が高かった。 

問７ 外部との接触における留意点 

貴機関では，発注担当職員と事業者又はＯＢとの接触に関して，例えば，応対は一人では行わない，

定められた場所で応対するなど，留意すべき事項を定め，発注担当職員に周知していますか。また，

周知している場合は，周知を開始した時期を具体的に記載してください。 

① 定めており，周知している 

② 定めているが周知していない 

③ 定めていない 

本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 事業者等との応対に関する留意事項として「執務室を個室で有している職員

は，事業者等から通常一般的な挨拶を受ける場合を除き，個室内で事業者等を応

接するときは他の職員を同席する」と明記している。（人口５万人以上 20万人未

満の地方公共団体） 

○ 事業者からの働きかけを受けにくくするため，原則複数者で対応することと

しているが，職員数も少なく実行が難しいので，１人で対応する場合は，他の職

員に（１人で対応する旨）声をかけてから対応している。（人口５万人未満の地

方公共団体） 

① 41.7%

① 46.3%

① 15.7%

① 10.6%

① 2.6%

① 27.2%

② 0.0%

② 0.0%

② 0.9%

② 0.8%

② 0.9%

② 1.7%

③ 58.3%

③ 53.7%

③ 83.3%

③ 88.7%

③ 96.4%

③ 71.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=24)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=398)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=985)

政府出資法人(n=173)

①定めており，周知している ②定めているが周知していない ③定めていない
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○ 職務上関係のある外部者と職務外で接触の予定がある職員は，あらかじめ接

触の日時，目的，接触する可能性のある関係者について，直属の上司，総務課長

及び総務部長の決裁をとらなければならないこととしている。（人口５万人未満

の地方公共団体） 

○ 事業者との対応は複数者で行うことを原則とし，これを徹底するため，担当者

のみでは複数者で対応できない場合は担当者から管理職員に同席を求めるよ

う，あらかじめ管理職員から呼びかけている。（人口５万人未満の地方公共団体） 

○ 事業者との連絡において私用のパソコンや携帯電話を使用することを禁止し

ており，事業者にメールを送信する場合は，必ず他の職員もｃｃに入れること，

また，メールを受信した場合は速やかに管理職に転送することをルール化して

いる。（政府出資法人） 
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外部との接触における留意点の運用状況の確認 

アンケート調査において，発注担当職員と事業者又はＯＢとの接触に関して，例

えば，応対は一人では行わない，定められた場所で応対するなど，留意すべき事項

を定めていると回答した発注機関に対し，運用状況を確認しているか尋ねたとこ

ろ，いずれの発注機関区分においても，「②確認していない」と回答した割合が高

く，「②確認していない」と回答した割合が最も低い「都道府県又は政令指定都市」

であっても，「①確認している」と回答した割合は 41.9％であった。 

問７－２ 

問７で「①定めており，周知している」又は「②定めているが周知していない」と回答した発注機

関にお尋ねします。貴機関では，留意すべき事項について運用状況を確認していますか。また，確認

している場合は，確認方法を具体的に記載してください。 

① 確認している 

② 確認していない 

本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 外部との接触に係る記録を作成し，その結果を上司へ報告するよう定めてい

るほか，内部監査等で実施状況を確認している。（国の機関） 

○ 外部と接触した場合は，働きかけの有無にかかわらず記録することをルール

化し，毎月，その結果について総務課で確認を行っている。（人口５万人以上 20

万人未満の地方公共団体） 

○ 応対する場所は必ず報告することとし，変更があった場合にも報告すること

を義務付けている。その記録状況については，監査部が監査を行っている。（政

府出資法人）  

① 40.0%

① 41.9%

① 22.2%

① 15.2%

① 20.5%

① 30.0%

② 60.0%

② 58.1%

② 77.8%

② 84.8%

② 79.5%

② 70.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=10)

都道府県又は

政令指定都市(n=31)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=18)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=46)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=39)

政府出資法人(n=50)

①確認している ②確認していない
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(3) 官製談合事件に関わった職員に対する懲戒 

アンケート調査において，懲戒規定に官製談合事件を想定した規定や標準例があ

るか尋ねたところ，「①ある」と回答した発注機関の割合は，「都道府県又は政令指

定都市」が 53.7％と半数を超えている。一方，他の発注機関区分では，「①ある」と

回答した割合が２～４割程度にとどまっている。 

問５ 官製談合事件に関わった職員に対する懲戒 

貴機関の懲戒規定において，官製談合事件を想定した規定や標準例（例えば，次のような具体例を

明記したものをいいます。）はありますか。 

なお，官製談合事件が生じたときは「信用失墜」等の一般規定を適用するという場合は「②ない」

と回答してください。 

【例１】 

入札談合等関与行為の排除及び防止（並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処

罰）に関する法律第２条第５項各号に規定する「入札談合等関与行為」を行った職員は○○

とする。 

【例２】 

入札等により行う契約の締結に関し，その職務に反し，事業者その他のものに談合を唆す

こと，事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方

法により，当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は○○とする。 

① ある 

② ない 

① 28.0%

① 53.7%

① 36.1%

① 40.1%

① 23.0%

① 34.9%

② 72.0%

② 46.3%

② 63.9%

② 59.9%

② 77.0%

② 65.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=399)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=993)

政府出資法人(n=172)

①ある ②ない
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本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 人事院の懲戒処分に関する指針3が改正されたことを把握し，当市の指針の内容

と見比べたところ，入札談合に関与した場合に関する規定が抜けていることがわ

かったので，当市の懲戒規定も改定し，入札談合等関与行為が懲戒の対象になるこ

とを明記することとした。１人の職員による入札談合等の関与行為であっても市

全体の信頼を損なうことになるため，処分の対象と明記することで，関与した職員

に対して市は厳しい処分を課す姿勢であることを明らかにしている。（人口５万人

以上 20 万人未満の地方公共団体） 

○ 職員が入札談合等に関与した場合，懲戒処分の対象となることについてコンプ

ライアンス・マニュアルに記載した。懲戒処分の対象になるだけでなく，職員個人

の金銭等の不利益，職場への影響や家族への影響なども記載し，その内容を説明し

たことは職員の綱紀保持に効果があったように感じる。（人口５万人未満の地方公

共団体） 

【参考】23 年調査との比較 

23 年調査では，懲戒規定に官製談合事件を想定した規定や標準例があるか尋ねて

いる。今回の調査結果と比較すると以下のとおりであり，いずれの発注区分において

も取組を行っている発注機関の割合は高くなっているものの，その割合は依然とし

て高いとはいえない。 

懲戒規定に官製談合事件を想定した規定や標準例がある割合 

（注）平成 23 年の数値は，23 年調査における「貴発注機関の懲戒規定において，官製談合事件を想定した

規定や標準例はありますか。」との問いに対し，「①ある」と回答した割合である。 

3 懲戒処分の指針について（平成12年3月31日職職-68。最終改正：平成28年9月30日職審-231） 

15.0%

34.5%

22.4% 21.0%

28.0%

53.7%

39.3%
34.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

国の機関 都道府県又は

政令指定都市

人口５万人以上の

地方公共団体

政府出資法人

平成23年 今回
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(4) コンプライアンス・マニュアル 

コンプライアンス・マニュアルの作成 

アンケート調査において，コンプライアンス・マニュアルの作成状況を尋ねたと

ころ，「都道府県又は政令指定都市」及び「政府出資法人」では，「①作成してい

る」と回答した割合がそれぞれ 73.1％及び 86.1％と高かった。一方，「人口５万

人未満の地方公共団体」では 15.9％にとどまった。 

問３ コンプライアンス・マニュアルの作成 

 貴機関では，コンプライアンスに関する服務規程やマニュアル等（以下「コンプライアンス・マニ

ュアル」といいます。）を作成していますか。 

① 作成している 

② 作成していない 

① 58.3%

① 73.1%

① 56.5%

① 33.8%

① 15.9%

① 86.1%

② 41.7%

② 26.9%

② 43.5%

② 66.2%

② 84.1%

② 13.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=24)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=399)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=992)

政府出資法人(n=173)

①作成している ②作成していない
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【参考】23 年調査との比較 

23 年調査では，コンプライアンス・マニュアルの作成状況を尋ねている。今回

の調査結果と比較すると以下のとおりであり，コンプライアンス・マニュアルを作

成している発注機関の割合はおおむね高まっている。 

コンプライアンス・マニュアルを作成している割合 

（注１）割合が低くなっている「国の機関」において，作成している発注機関の数自体は減っていない。 

（注２）平成 23 年の数値は，23 年調査における「貴機関では，コンプライアンスに関する服務規程やマニ

ュアル等を作成していますか。」との問いに対し，「①作成している」と回答した割合である。 

63.2%
67.3%

30.3%

82.7%

58.3%

73.1%

38.7%

86.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

国の機関 都道府県又は

政令指定都市

人口５万人以上の

地方公共団体

政府出資法人

平成23年 今回



18 

コンプライアンス・マニュアルへの入札談合等関与行為防止法の明記 

アンケート調査において，コンプライアンス・マニュアルを作成していると回答

した発注機関に対し，当該コンプライアンス・マニュアルに入札談合等関与行為防

止法に違反する行為を行わないよう明記しているか尋ねたところ，「①明記してい

る」と回答した発注機関の割合はいずれの発注機関区分においても低く，コンプラ

イアンス・マニュアルを作成していると回答した発注機関が多かった「都道府県又

は政令指定都市」及び「政府出資法人」であっても，そのマニュアルに入札談合等

関与行為防止法に違反する行為を行わないよう明記している発注機関の割合は３

割に満たない。 

問３－２ 

 問３で「①作成している」と回答した発注機関にお尋ねします。コンプライアンス・マニュアルに，

入札談合等関与行為防止法に違反する行為を行わないよう明記していますか。また，明記している場

合は，明記した時期を具体的に記載してください。 

① 明記している 

② 明記していない 

① 21.4%

① 26.5%

① 21.0%

① 14.8%

① 14.0%

① 21.5%

② 78.6%

② 73.5%

② 79.0%

② 85.2%

② 86.0%

② 78.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=14)

都道府県又は

政令指定都市(n=49)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=62)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=135)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=157)

政府出資法人(n=149)

①明記している ②明記していない



19 

【参考】23 年調査との比較 

23 年調査では，コンプライアンス・マニュアルに入札談合等関与行為防止法に

違反する行為を行わないよう明記しているか尋ねている。今回の調査結果と比較

すると以下のとおりであり，いずれの発注機関区分においても明記している割合

は依然として低い。 

コンプライアンス・マニュアルに入札談合等関与行為等を行わないよう明記している割合 

（注１）割合が低くなっている「国の機関」及び「都道府県又は政令指定都市」において，明記している発

注機関の数自体は減っていない。 

（注２）平成 23 年の数値は，23 年調査における「コンプライアンス・マニュアルに，入札談合等関与行為

防止法に違反する行為を行わないよう明記していますか。」との問いに対し，「①明記している」と回

答した割合である。 

25.0%
27.8%

15.6%
18.0%

21.4%

26.5%

16.8%

21.5%

0.0%

20.0%

40.0%

国の機関 都道府県又は

政令指定都市

人口５万人以上の

地方公共団体

政府出資法人

平成23年 今回
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発注担当職員向けマニュアルの作成 

アンケート調査において，発注担当職員が官製談合事件に関わることのないよ

うに特に注意すべき事項（入札談合等関与行為防止法等の関係法令，問題が生じた

際に採るべき行動）等を整理した発注担当職員向けのマニュアルを作成している

か尋ねたところ，「①作成している」と回答した割合が比較的高かった「国の機関」

及び「都道府県又は政令指定都市」であっても，その割合はそれぞれ 44.0％及び

44.8％と半数に満たない状況であった。 

問４ 発注担当職員向けマニュアルの作成 

貴機関では，問３のコンプライアンス・マニュアルとは別に，発注担当職員が官製談合事件に関わ

ることのないように特に注意すべき事項（入札談合等関与行為防止法等の関係法令，問題が生じた際

に採るべき行動）等を整理した発注担当職員向けのマニュアルを作成（発注・契約事務の進め方につ

いてのマニュアルに記載している場合を含みます。）していますか。また，作成している場合は，作

成時期を具体的に記載してください。 

① 作成している 

② 作成していない 

本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ マニュアルを作成するきっかけは，一般競争入札を導入することに伴い，契約

手続が大幅に変更されることから，職員向けの手引書が必要となったためであ

るが，マニュアルに入札談合等関与行為防止法上，職員が遵守すべき内容を記載

したことにより，職員に対する教育ツールとしても活用できている。（人口５万

人未満の地方公共団体） 

○ ウェブサイトに公開されている国の機関のマニュアルを参考に作成したた

め，効率的に作成できた。（政府出資法人） 

① 44.0%

① 44.8%

① 22.2%

① 17.5%

① 6.1%

① 29.5%

② 56.0%

② 55.2%

② 77.8%

② 82.5%

② 93.9%

② 70.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=399)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=989)

政府出資法人(n=173)

①作成している ②作成していない
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【参考】23 年調査との比較 

23 年調査では，発注担当職員が官製談合事件に関わることのないように特に注

意すべき事項等を整理した発注担当職員向けのマニュアルを作成しているか尋ね

ている。今回の調査結果と比較すると以下のとおりであり，特に「都道府県又は政

令指定都市」においては作成している発注機関の割合が高くなっている。 

発注担当職員向けのマニュアルを作成している割合 

（注）平成 23 年の数値は，23 年調査における「貴発注機関では，問６のコンプライアンス・マニュアルと

は別に，発注担当職員が官製談合事件に関わることのないように特に注意すべき事項（入札談合等関与

行為防止法等の関係法令，問題が生じた際に採るべき行動）等を整理した発注担当職員向けのマニュア

ルを作成（発注・契約事務の進め方についてのマニュアルに記載している場合を含みます。）しています

か。」との問いに対し，「①作成している」と回答した割合である。 

36.8%

24.5%

17.5%
21.7%

44.0% 44.8%

18.5%

29.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

国の機関 都道府県又は

政令指定都市

人口５万人以上の

地方公共団体

政府出資法人

平成23年 今回
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発注担当職員向けマニュアルの記載項目 

アンケート調査において，発注担当職員向けマニュアルを作成していると回答

した発注機関に対し，発注担当職員向けマニュアルに記載されている内容につい

て尋ねたところ，いずれの発注機関区分においても，「⑤貴機関で想定される具体

的なケースへの対応方法についての解説」及び「②外部からの働きかけに対する留

意点について」を挙げるものが多い。 

「⑧その他」としては，「内部通報・外部通報の手続手順」（国の機関），「コ

ンプライアンスの推進について」（政府出資法人）といった回答がみられた。 

問４－２ 

  問４で「①作成している」と回答した発注機関にお尋ねします。当該マニュアルにはどのような項

目を記載していますか（複数回答可）。 

① 入札談合等関与行為防止法の概要について 

② 外部からの働きかけに対する留意点について 

③ 秘密情報に該当する情報及びその管理について 

④ 官製談合事件の紹介・解説 

⑤ 貴機関で想定される具体的なケースへの対応方法についての解説 

⑥ 研修の実施について 

⑦ 懲戒処分の規定について 

⑧ その他（具体的に記載してください） 
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本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 作成したマニュアルには，外部からの働きかけ対策の１つとして，執務室にお

ける打合せスペース等の望ましい配置例を記載した。（国の機関） 

① 63.6%

① 43.3%

① 12.5%

① 37.1%

① 11.7%

① 35.3%

② 54.5%

② 60.0%

② 41.7%

② 50.0%

② 23.3%

② 64.7%

③ 36.4%

③ 66.7%

③ 45.8%

③ 4.3%

③ 18.3%

③ 60.8%

④ 36.4%

④ 26.7%

④ 4.2%

④ 0.0%

④ 1.7%

④ 7.8%

⑤ 63.6%

⑤ 73.3%

⑤ 41.7%

⑤ 51.4%

⑤ 56.7%

⑤ 56.9%

⑥ 27.3%

⑥ 16.7%

⑥ 0.0%

⑥ 15.7%

⑥ 1.7%

⑥ 23.5%

⑦ 9.1%

⑦ 20.0%

⑦ 29.2%

⑦ 1.4%

⑦ 31.7%

⑦ 31.4%

⑧ 9.1%

⑧ 20.0%

⑧ 29.2%

⑧ 1.4%

⑧ 31.7%

⑧ 31.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

国の機関(n=11)

都道府県又は

政令指定都市(n=30)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=24)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体

(n=70)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=60)

政府出資法人(n=51)

①入札談合等関与行為

防止法の概要について

②外部からの働きかけに

対する留意点について

③秘密情報に該当する

情報及びその管理につい

て

④官製談合事件の紹介・

解説

⑤貴機関で想定される具

体的なケースへの対応方

法についての解説

⑥研修の実施について

⑦懲戒処分の規定につ

いて

⑧その他



24 

発注担当職員向けマニュアルの見直し 

アンケート調査において，発注担当職員向けマニュアルを作成していると回答

した発注機関に対し，発注担当職員向けマニュアルに記載されている内容につい

て見直しを行っているか尋ねたところ，「①行っている」と回答した割合が最も高

い「国の機関」であってもその割合は 45.5％であった。 

問４－３ 

問４で「①作成している」と回答した発注機関にお尋ねします。当該マニュアルの内容について，

作成以降に見直しを行っていますか（組織改編による通報窓口等部署の変更等の形式的な見直しは

除く。）。また，行っている場合は，見直した内容を具体的に記載してください。 

① 行っている 

② 行っていない 

本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 発注事務の各段階における留意点を記載するとともに，Ｑ＆Ａを追加した。Ｑ

＆Ａの見直しは担当者が異動する都度，分かりにくい点はないかを確認・検討し

ている。（国の機関） 

○ マニュアルは職員向けの研修資料としても活用しているが，職員から記載し

ていない内容について質問された事項を他の職員にも参考になるので追記して

いる。（都道府県又は政令指定都市） 

○ マニュアルを作成したにもかかわらず事件が発生した原因は，契約職員等に

おける基本的な心構えなどを記載した箇所が，マニュアルの後半部分にあり，し

っかりと読まれていない可能性があったことにあるのを踏まえ，職員の目に付

きやすい冒頭部分に移動させるとともに，注意喚起を促す文書を追加する見直

しを行った。（都道府県又は政令指定都市）  

① 45.5%

① 36.7%

① 33.3%

① 12.5%

① 19.7%

① 17.6%

② 54.5%

② 63.3%

② 66.7%

② 87.5%

② 80.3%

② 82.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=11)

都道府県又は

政令指定都市(n=30)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=24)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=72)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=61)

政府出資法人(n=51)

①行っている ②行っていない
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２ 職員に入札談合等に関与させないための体制面の発注機関内部の体制面の整備及び

外部機関の活用 

(1) 発注機関内部における体制整備 

コンプライアンス担当部課室の設置 

アンケート調査において，職員のコンプライアンスを担当する部課室を設置し

ているか尋ねたところ，「⑤設置していない」と回答した発注機関の割合は，「国

の機関」，「都道府県又は政令指定都市」及び「政府出資法人」は低い一方，「人

口５万人未満の地方公共団体」は，58.3％と過半である。 

「⑥その他」の内容としては，「総務課に任期付職員として弁護士資格を持つ者

を配置している」（人口５万人未満の地方公共団体），「本社，支社，各事務所に

コンプライアンス推進責任者，コンプライアンス担当者を置いている」（政府出資

法人）などの回答がみられた。 

問２ コンプライアンス専担部課室の設置 

貴機関では，職員のコンプライアンスを担当する部課室を設置していますか。設置している場合は，

設置した時期を具体的に記載してください。 

① 担当管理職のいる専担部課室を設置している 

② 人事課・総務課等の既存部課室の中に専担の担当班等を設置している 

③ 人事課・総務課等の既存部課室の中に専担の担当者を置いている 

④ 人事課・総務課等の既存部課室の中の担当班等が，他の業務と併せて担当している 

⑤ 設置していない 

⑥ その他（具体的に記載してください） 

① 12.0%

① 21.2%

① 10.3%

① 1.3%

① 0.0%

① 24.0%

② 12.0%

② 6.1%

② 3.7%

② 0.8%

② 0.5%

② 2.4%

③ 4.0%

③ 3.0%

③ 1.9%

③ 1.5%

③ 0.3%

③ 3.6%

④ 48.0%

④ 50.0%

④ 54.2%

④ 47.2%

④ 39.8%

④ 55.7%

⑤ 12.0%

⑤ 12.1%

⑤ 25.2%

⑤ 47.2%

⑤ 58.3%

⑤ 4.8%

⑥ 12.0%

⑥ 7.6%

⑥ 4.7%

⑥ 2.0%

⑥ 1.0%

⑥ 9.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=66)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=107)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=398)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=989)

政府出資法人(n=167)

①担当管理職のいる専担部課室を設置している

②人事課・総務課等の既存部課室の中に専担の担当班等を設置している

③人事課・総務課等の既存部課室の中に専担の担当者を置いている

④人事課・総務課等の既存部課室の中の担当班等が，他の業務と併せて担当している

⑤設置していない

⑥その他
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本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 総務部に任期付弁護士を配置するともに，市長からコンプライアンスの問題

は重要であるため，内部だけでなく，外部の有識者による検討・意見をもらえる

体制を整えておくべしという指示を受けてコンプライアンス委員会を設置し

た。（人口５万人以上 20万人未満の地方公共団体） 

○ コンプライアンス推進室では，職員のコンプライアンスの向上を図るために

ｅラーニング（教材）を作成し，全職員に受講を促している。また，受講状況に

ついてチェックを行っており，受講していない職員に対しては，（コンプライア

ンス推進室から）督促して必ず受講させている。（政府出資法人） 

【参考】23 年調査との比較 

23 年調査では，職員のコンプライアンスを担当する部課室を設置しているか尋

ねている。今回の調査結果と比較すると以下のとおりであり，いずれの発注機関区

分においても設置の割合はおおむね高くなっている。 

職員のコンプライアンスを担当する部課室を設置している割合 

（注１）割合が低くなっている「都道府県又は政令指定都市」において，設置している発注機関の数自体は

減っていない。 

（注２）平成 23 年の数値は，23 年調査における「貴機関では，職員のコンプライアンスを担当する部課室

を設置していますか。」との問いに対し，「①担当管理職のいる専担部署を設置している」，「②人事課・

総務課等の既存部署の中に専担の担当班等を設置している」，「③人事課・総務課等の既存部署の中に

専担の担当者を置いている」，「④人事課・総務課等の既存部署の中の担当班等が，他の業務と併せて

担当している」及び「⑥その他（具体的な内容）」を合わせたものである。 

（注３）今回の数値は，「①担当管理職のいる専担部課室を設置している」，「②人事課・総務課等の既存部課

室の中に専担の担当班等を設置している」，「③人事課・総務課等の既存部課室の中に専担の担当者を

置いている」，「④人事課・総務課等の既存部課室の中の担当班等が，他の業務と併せて担当している」

及び「⑥その他（具体的に記載してください）」を合わせたものである。

82.4%
88.7%

54.9%

72.0%

88.0% 87.9%

57.4%

95.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

国の機関 都道府県又は

政令指定都市

人口５万人以上の

地方公共団体

政府出資法人

平成23年 今回
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発注担当部課室と契約担当部課室の分離 

アンケート調査において，発注担当部課室と契約担当部課室を分離しているか

尋ねたところ，「都道府県又は政令指定都市」及び「人口 20 万人以上の地方公共

団体」においては，「①分離している」と回答した発注機関の割合は，それぞれ

78.8％，86.1％と高かった。 

他方，「人口５万人未満の地方公共団体」及び「政府出資法人」では，「①分離

している」と回答した発注機関の割合は，44.1％及び 43.0％であった。 

問１１ 発注担当部課室と契約担当部課室の分離 

貴機関では，発注担当部課室と契約担当部課室を分離していますか。また，分離している場合は，

分離することとした時期を具体的に記載してください。 

なお，一定金額以上の予定価格，物件の内容等により一部実施しているといった場合には「①分離

している」を選択してください。 

① 分離している 

② 分離していない 

① 64.0%

① 78.8%

① 86.1%

① 77.4%

① 44.1%

① 43.0%

② 36.0%

② 21.2%

② 13.9%

② 22.6%

② 55.9%

② 57.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=66)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=399)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=996)

政府出資法人(n=172)

①分離している ②分離していない
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仕様書等のチェック 

アンケート調査において，入札等に付す工事や物品の仕様書，設計書や入札参加

資格についてのチェックを行っているか尋ねたところ，いずれの発注機関区分に

おいても，「①発注担当部課室で内部チェックを行っている」と回答した発注機関

の割合が高かった。「人口５万人未満の地方公共団体」及び「政府出資法人」以外

の発注機関においては，発注担当部課室とは別の部課室や機関がチェックを行っ

ている割合が過半であった。 

「④その他」としては，「発注担当課，技術審査担当課及び契約担当課で構成さ

れる技術審査会でチェックしている」（国の機関），「複数の部局の管理職職員で

構成する専門委員会でチェックを行っている」（人口５万人未満の地方公共団体），

「工事の施工管理を担当する課で複数の職員がチェックを行っている」（政府出資

法人）などの回答がみられた。 

問１２ 仕様書等のチェック 

入札等に付す工事や物品の仕様書，設計書や入札参加資格についてのチェックを行っていますか（複

数回答可）。 

① 発注担当部課室で内部チェックを行っている 

② 発注担当部課室とは別の契約担当部課室でチェックを行っている 

③ 「入札監視委員会」等の第三者機関がチェックを行っている 

④ その他（具体的に記載してください） 

⑤ 特に行っていない 

① 76.0%

① 82.1%

① 75.9%

① 70.4%

① 76.2%

① 73.3%

② 64.0%

② 58.2%

② 68.5%

② 62.2%

② 30.6%

② 44.8%

③ 36.0%

③ 14.9%

③ 12.0%

③ 4.0%

③ 2.2%

③ 20.9%

④ 16.0%

④ 35.8%

④ 28.7%

④ 19.3%

④ 14.7%

④ 26.2%

⑤ 0.0%

⑤ 0.0%

⑤ 0.0%

⑤ 0.8%

⑤ 4.9%

⑤ 2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体

(n=399)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=994)

政府出資法人(n=172)

①発注担当部課室で内部

チェックを行っている

②発注担当部課室とは別

の契約担当部課室で

チェックを行っている

③「入札監視委員会」等

の第三者機関がチェック

を行っている

④その他

⑤特に行っていない
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本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 複数の内部委員会（契約審査会，業者選定会）で，当市の基準を満たす入札手

続がなされているか，仕様書等における問題点はないかなどをチェックしてい

る。（人口５万人以上 20万人未満の地方公共団体） 

○ 発注，契約部局とは別に工事検査担当課，入札執行担当課において仕様書等の

チェックを行っている。（人口５万人未満の地方公共団体） 
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不自然な入札結果等の検証 

(ｱ) 不自然な状況等の把握と原因分析の実施 

アンケート調査において，入札結果について，特定の部課室に報告して情報を

集約したり，原因を分析したりする取組を行っているか尋ねたところ，「①行っ

ている」と回答した発注機関の割合は，「国の機関」が 64.0％と最も高く，次い

で「政府出資法人」が 53.8％と続いている。 

問１５ 不自然な状況等の分析 

これまでの入札談合事件では，その入札結果において，不自然・不合理な点が生じている場合があ

ります。貴機関では，入札結果について，特定の部課室に報告して情報を集約したり，原因を分析し

たりする取組を行っていますか。 

① 行っている 

② 行っていない 

① 64.0%

① 41.8%

① 15.7%

① 11.8%

① 8.1%

① 53.8%

② 36.0%

② 58.2%

② 84.3%

② 88.2%

② 91.9%

② 46.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=399)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=994)

政府出資法人(n=173)

①行っている ②行っていない
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(ｲ) 分析を行う対象 

アンケート調査において，入札結果について，特定の部課室に報告して情報を

集約したり，原因を分析したりする取組を行っていると回答した発注機関に対

し，どのような状況がみられた場合に取組を行っているか尋ねたところ，いずれ

の発注機関区分も「①１者入札」及び「③落札率が 100％又は著しく高い場合」

と回答した発注機関の割合が高かった。 

上記以外の不自然な状況としては，「１位不動4の場合」（国の機関），「入

札参加者の累計落札金額や累計落札回数が参加者間で均等になっている場合」

（都道府県又は政令指定都市），「２位以下の各差額がほぼ同額などの場合」（人

口 20万人以上の地方公共団体），「落札者を除き，すべての入札参加者が同額

札であるなど，通常では考えられないような結果があった場合」（人口５万人未

満の地方公共団体），「２年連続で１者入札になった場合」（政府出資法人）な

どの回答がみられた。 

問１５－２ 

問１５で「①行っている」と回答した発注機関にお尋ねします。入札結果にどのような状況が見ら

れた場合，情報の集約や原因の分析を行っていますか（複数回答可）。 

① １者入札 

② 同一業者による長期継続受注 

③ 落札率が 100％又は著しく高い場合 

④ その他上記以外の不自然な状況（具体的に記載してください） 

4 「１位不動」とは，競争入札において，１回目の入札における最低価格入札者が，そのまま２回目以降

の入札における最低価格入札者となる状況を指す。 

① 93.8%

① 53.6%

① 29.4%

① 36.2%

① 28.8%

① 88.2%

② 43.8%

② 14.3%

② 11.8%

② 21.3%

② 15.0%

② 20.4%

③ 75.0%

③ 35.7%

③ 47.1%

③ 48.9%

③ 53.8%

③ 54.8%

④ 18.8%

④ 53.6%

④ 52.9%

④ 44.7%

④ 41.3%

④ 38.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=16)

都道府県又は

政令指定都市(n=28)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=17)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体

(n=47)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=80)

政府出資法人(n=93)

①１者入札

②同一業者による長期継

続受注

③落札率が１００％又は

著しく高い場合

④その他上記以外の不

自然な状況
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(ｳ) 分析した結果の対応 

アンケート調査において，入札結果について，特定の部課室署に報告して情報

を集約したり，原因を分析したりする取組を行っていると回答した発注機関に

対し，集約した情報や分析した結果を踏まえて，官製談合事件の未然防止の観点

から取組を行っているか尋ねたところ，「①取組を行っている」と回答した発注

機関の割合は，「都道府県又は政令指定都市」では 75.0％，「人口 20 万人以上

の地方公共団体」では 70.6％と高かった。 

問１５－３ 

問１５で「①行っている」と回答した発注機関にお尋ねします。貴機関では，集約した情報や分析

した結果を踏まえて，官製談合事件の未然防止の観点から何か取組を行っていますか。また，行って

いる場合は，取組の内容を具体的に記載してください。 

① 取組を行っている 

② 取組を行っていない 

① 43.8%

① 75.0%

① 70.6%

① 38.3%

① 27.5%

① 59.8%

② 56.3%

② 25.0%

② 29.4%

② 61.7%

② 72.5%

② 40.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=16)

都道府県又は

政令指定都市(n=28)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=17)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=47)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=80)

政府出資法人(n=92)

①取組を行っている ②取組を行っていない
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本調査においては，次のような取組例がみられた。 

○ 電子入札システム上，一斉辞退や同額入札といった条件に該当する案件を

自動抽出できる機能を持たせており，契約の担当官が適時に入札検証機能を

使用して入札結果の確認を行い，不自然な入札結果に該当する案件があれば

確認を行うこととしている。（国の機関） 

○ 毎年継続して発注している案件において３年間連続して同一業者が落札し

ている場合は，第三者機関である入札監視委員会への報告対象としている。

（都道府県又は政令指定都市） 

○ 入札結果に不自然な状況がみられたかどうかに関係なく，過去の入札にお

ける入札参加者数の実績を分析し，参加要件の見直しを行っている。（都道府

県又は政令指定都市） 

○ 地理的条件や等級の見直しを行っている。（政府出資法人） 
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公益通報窓口の設置等 

(ｱ) 公益通報窓口の設置状況 

アンケート調査において，職員が職場における不正行為等を見聞きした際に

利用できる公益通報窓口を設置しているか尋ねたところ，「国の機関」及び「都

道府県又は政令指定都市」は，「③設置している（組織内部と外部の両方に通報

窓口を設けている）」と回答した発注機関の割合がそれぞれ 64.0％，70.1％と

最も高く，特に「都道府県又は政令指定都市」においては，回答のあったすべて

の発注機関において，何らかの窓口が設置されていた。 

問９ 公益通報窓口の設置・利用 

貴機関では，職員が職場における不正行為等を見聞きした際に利用できる公益通報窓口を設置して

いますか。設置している場合は，設置を行った時期を具体的に記載してください。 

① 設置している（総務課等の組織内部に通報窓口を設けている） 

② 設置している（弁護士事務所等の組織外部に通報窓口を設けている） 

③ 設置している（組織内部と外部の両方に通報窓口を設けている） 

④ 設置していない 

① 20.0%

① 28.4%

① 52.3%

① 49.6%

① 24.7%

① 60.1%

② 4.0%

② 1.5%

② 9.3%

② 1.5%

② 0.4%

② 1.7%

③ 64.0%

③ 70.1%

③ 29.0%

③ 11.5%

③ 1.8%

③ 34.1%

④ 12.0%

④ 0.0%

④ 9.3%

④ 37.3%

④ 73.1%

④ 4.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=107)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=399)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=992)

政府出資法人(n=173)

①設置している（総務課等の組織内部に通報窓口を設けている。）

②設置している（弁護士事務所等の組織外部に通報窓口を設けている。）

③設置している（組織内部と外部の両方に通報窓口を設けている。）

④設置していない
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(ｲ) 官製談合に関する通報窓口の利用を促す取組 

アンケート調査において，公益通報窓口を設置していると回答した発注機関

に対し，当該公益通報窓口について，官製談合事件に関する情報についても通報

の対象となる旨を職員に周知しているか尋ねたところ，いずれの発注機関区分

においても「①行っている」と回答した割合は半数に満たなかった。 

問９－２ 

問９で①～③のいずれかと回答した発注機関にお尋ねします。公益通報窓口について，官製談合事

件に関する情報についても通報の対象となる旨を職員に周知する取組を行っていますか。 

① 行っている 

② 行っていない 

本調査においては，次のような取組例がみられた。 

○ 取引業者に対し，「（発注者）職員による違反行為が生じ又は生じさせようと

している場合は，公益通報・相談窓口に通報又は相談する」とする規定を周知

した。（政府出資法人） 

○ 個別の発注ごとに，入札参加者に対し，他の入札参加者による談合に関する

情報や発注機関側から談合の働きかけやそれに類する行為に関する情報に接

した場合には，通報するよう文書にて要請する取組を行っている。（政府出資

法人） 

① 31.8%

① 40.3%

① 26.5%

① 18.5%

① 17.5%

① 28.5%

② 68.2%

② 59.7%

② 73.5%

② 81.5%

② 82.5%

② 71.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=22)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=98)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=249)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=269)

政府出資法人(n=165)

①行っている ②行っていない
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外部からの情報収集 

アンケート調査において，職員以外の者から官製談合事件に関する情報を集め

る取組や制度があるか尋ねたところ，「国の機関」では「①ある」と回答した割合

が 60.0％であった。 

職員以外の者から官製談合事件に関する情報を集める取組や制度の具体的な内

容としては，「誰でも意見等を自由に提出できる『町への手紙』制度及びウェブサ

イトでも情報収集を行っている」（人口５万人未満の地方公共団体）などの回答が

みられた。 

問１０ 外部からの情報収集 

貴機関には，職員以外の者から官製談合事件に関する情報を集める取組や制度がありますか。ま

た，ある場合は，取組や制度の内容を具体的に記載してください。 

① ある 

② ない 

本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 町民の中には投書するところを見られたくない者もいること，また，投書でき

る場所がより多いほど情報も寄せられやすいことから，町の複数の公共施設に

投書箱を設置して情報収集している。（人口５万人未満の地方公共団体） 

① 60.0%

① 47.8%

① 30.6%

① 24.9%

① 13.3%

① 49.4%

② 40.0%

② 52.2%

② 69.4%

② 75.1%

② 86.7%

② 50.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=398)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=988)

政府出資法人(n=172)

①ある ②ない
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人事上の配慮 

(ｱ) 発注担当職員の長期配属 

アンケート調査において，発注担当職員と特定の事業者又は事業者団体との

癒着等を防ぐために，発注担当職員が長期間同一ポストに配置されることを避

けるようにする人事上の配慮を行っているか尋ねたところ，「①行っている」と

回答した発注機関の割合は，「国の機関」が 72.0％，「都道府県又は政令指定都

市」が 73.8％及び「政府出資法人」が 79.8％と高くなっている。 

問１３ 発注担当職員の長期配属 

貴機関では，発注担当職員と特定の事業者又は事業者団体との癒着等を防ぐために，発注担当職員

が長期間同一ポストに配置されるのを避けるようにする人事上の配慮を行っていますか。 

① 行っている 

② 行っていない 

本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 建設業の許可申請を担当する課の職員など事業者と関わりの深い業務を担当

している職員に関しては原則３年で異動とし，固定しないように配慮している。

（都道府県又は政令指定都市） 

○ チェックすべき者が固定化されないように，契約事務担当者の担当業務（工

事・役務・物品）を１年おきにローテーションしている。（人口５万人以上 20 万

人未満の地方公共団体）  

① 72.0%

① 73.8%

① 53.7%

① 37.4%

① 20.1%

① 79.8%

② 28.0%

② 26.2%

② 46.3%

② 62.6%

② 79.9%

② 20.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=65)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=398)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=992)

政府出資法人(n=173)

①行っている ②行っていない
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(ｲ) 長期配属の期間 

アンケート調査において，発注担当職員が長期間同一ポストに配置されるこ

とを避けるようにする人事上の配慮を行っていると回答した発注機関に対し，

長期配属の限度をどの程度の期間としているか尋ねたところ，「国の機関」では

「②３年間」と回答した割合が 66.7％であり，また，「⑥その他」と回答した発

注機関を除くと，「都道府県又は政令指定都市」及び「政府出資法人」において

も「②３年間」と回答したものが最も多かった。 

「⑥その他」の内容としては，「おおむね２～４年としている」（政府出資法

人）「幹部職員２～３年，一般職員３～４年」（都道府県又は政令指定都市），

「担当者は３年～５年を限度としている」（人口５万人未満の地方公共団体）な

どの回答がみられた。 

問１３－２ 

問１３で「①行っている」と回答した発注機関にお尋ねします。発注担当職員と特定の事業者又は

事業者団体との癒着等を防ぐために，最長でどれくらいの期間の長期配属を限度としていますか。 

① ２年間 

② ３年間 

③ ４年間 

④ ５年間 

⑤ ６年間 

⑥ その他（具体的に記載してください） 

① 11.1%

① 0.0%

① 1.8%

① 0.0%

① 1.5%

① 2.2%

② 66.7%

② 25.0%

② 7.0%

② 6.6%

② 14.1%

② 35.8%

③ 0.0%

③ 10.4%

③ 1.8%

③ 7.3%

③ 10.1%

③ 1.5%

④ 0.0%

④ 8.3%

④ 8.8%

④ 22.5%

④ 30.3%

④ 11.7%

⑤ 0.0%

⑤ 0.0%

⑤ 1.8%

⑤ 2.0%

⑤ 3.0%

⑤ 0.7%

⑥ 22.2%

⑥ 58.3%

⑥ 78.9%

⑥ 61.6%

⑥ 40.9%

⑥ 48.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=18)

都道府県又は

政令指定都市(n=48)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=57)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=151)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=198)

政府出資法人(n=137)

①２年間 ②３年間 ③４年間 ④５年間 ⑤６年間 ⑥その他
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(2) 外部機関（第三者機関）の活用 

入札等に関する第三者機関の設置状況 

アンケート調査において，入札等に関する問題を検討する常設の第三者機関を

設置しているか尋ねたところ，「国の機関」及び「都道府県又は政令指定都市」で

は全数又は全数に近い発注機関が「①設置している」と回答した一方，「人口５万

人未満の地方公共団体」では，「①設置している」と回答している割合は 7.1％に

とどまっている。 

問１６ 入札等に関する第三者機関の設置・開催状況 

貴機関では，外部の有識者等を構成員とし，入札等に関する問題を検討する常設の第三者機関（構

成員の一部に外部の第三者を加えている場合を含みます。）を設置していますか。また，設置している

場合は，設置した時期を具体的に記載してください。 

① 設置している 

② 設置していない 

① 92.0%

① 100.0%

① 62.0%

① 26.6%

① 7.1%

① 76.3%

② 8.0%

② 0.0%

② 38.0%

② 73.4%

② 92.9%

② 23.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=399)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=996)

政府出資法人(n=173)

①設置している ②設置していない
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【参考】23 年調査との比較 

23 年調査では，外部の有識者等を構成員とし，入札等に関する問題を検討する

常設の第三者機関を設置しているか尋ねている。今回の調査結果と比較すると以

下のとおりであり，「国の機関」及び「都道府県又は政令指定都市」では高い割合

で設置されている。 

入札等に関する第三者機関を設置している割合 

（注１）割合が低くなっている「国の機関」及び「人口５万人以上の地方公共団体」において，設置してい

る発注機関の数自体は減っていない。 

（注２）平成 23 年の数値は，23 年調査における「貴機関では，外部の有識者等を構成員とし，入札等に関

する問題を検討する常設の第三者機関（構成員の一部に外部の第三者を加えている場合を含みます。）

を設置していますか。」との問いに対し，「①設置している」と回答した割合である。 

95.0% 96.4%

39.0%

63.4%

92.0%
100.0%

34.1%

76.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

国の機関 都道府県又は

政令指定都市

人口５万人以上の

地方公共団体

政府出資法人

平成23年 今回
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第三者機関の開催状況 

アンケート調査において，入札等に関する第三者機関を設置していると回答し

た発注機関に対し，当該第三者機関の開催状況を尋ねたところ，「国の機関」及び

「都道府県又は政令指定都市」においては「④年４回」と回答した割合が最も高い

のに対し，「政府出資法人」においては「①年１回」と回答した割合が 50.0％と最

も高かった。 

問１６－２ 

問１６で「①設置している」と回答した発注機関にお尋ねします。当該第三者機関における審議は

年に何回程度行われていますか。 

① 年１回 

② 年２回 

③ 年３回 

④ 年４回 

⑤ 不定期（平成２８年度実績を具体的に記載してください。） 

⑥ これまでに開催した実績はない 

① 4.3%

① 0.0%

① 4.5%

① 6.7%

① 10.0%

① 50.0%

② 43.5%

② 34.3%

② 53.7%

② 60.0%

② 54.3%

② 23.1%

③ 4.3%

③ 17.9%

③ 22.4%

③ 15.2%

③ 4.3%

③ 5.4%

④ 43.5%

④ 43.3%

④ 17.9%

④ 13.3%

④ 4.3%

④ 13.8%

⑤ 8.7%

⑤ 4.5%

⑤ 1.5%

⑤ 3.8%

⑤ 21.4%

⑤ 6.9%

⑥ 0.0%

⑥ 0.0%

⑥ 0.0%

⑥ 1.0%

⑥ 5.7%

⑥ 0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=23)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=67)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=105)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=70)

政府出資法人(n=130)

①年１回 ②年２回 ③年３回 ④年４回 ⑤不定期 ⑥これまでに開催した実績はない
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第三者機関における検討の対象 

アンケート調査において，入札等に関する第三者機関を設置していると回答し

た発注機関に対し，当該第三者機関における審議内容を尋ねたところ，いずれの発

注機関区分においても，「①個々の工事の入札等に関して，入札参加条件や指名業

者の選定内容等が適当であったか検討している」，「④入札・契約手続の改善につ

いて検討している」と回答した発注機関の割合が高かった。 

他方，「国の機関」以外の発注機関区分においては，「②個々の物品又は業務の

入札等に関して，入札参加条件や指名事業者の選定内容等が適当であったか検討

している」と回答した割合が低かった。 

問１６－３ 

問１６で「①設置している」と回答した発注機関にお尋ねします。当該第三者機関においてどのよ

うな問題を検討していますか（複数回答可）。 

① 個々の工事の入札等に関して，入札参加条件や指名業者の選定内容等が適当であったか検討して

いる 

② 個々の物品又は業務の入札等に関して，入札参加条件や指名事業者の選定内容等が適当であった

か検討している 

③ 発注に係る職員のコンプライアンスに関する取組について評価・検討している 

④ 入札・契約手続の改善について検討している 

⑤ 談合情報が寄せられた入札等の取扱いについて審議している 

⑥ その他（具体的に記載してください） 

① 65.2%

① 92.4%

① 95.5%

① 88.6%

① 74.6%

① 71.2%

② 78.3%

② 27.3%

② 34.3%

② 40.0%

② 40.8%

② 65.2%

③ 8.7%

③ 1.5%

③ 7.5%

③ 3.8%

③ 4.2%

③ 7.6%

④ 91.3%

④ 51.5%

④ 65.7%

④ 56.2%

④ 54.9%

④ 72.0%

⑤ 17.4%

⑤ 54.5%

⑤ 34.3%

⑤ 23.8%

⑤ 28.2%

⑤ 14.4%

⑥ 4.3%

⑥ 24.2%

⑥ 28.4%

⑥ 16.2%

⑥ 4.2%

⑥ 12.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=23)

都道府県又は

政令指定都市(n=66)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=67)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体

(n=105)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=71)

政府出資法人(n=132)

①個々の工事の入札等

に関して，入札参加条件

や指名業者の選定内容

等が適当であったか検討

している

②個々の物品又は業務

の入札等に関して，入札

参加条件や指名事業者

の選定内容等が適当で

あったか検討している

③発注に係る職員のコン

プライアンスに関する取組

について評価・検討してい

る

④入札・契約手続の改善

について検討している

⑤談合情報が寄せられた

入札等の取扱いについて

審議している

⑥その他
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本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 入札結果等に基づき審議いただく第三者機関とは別に，入札談合等関与行為

を防止するための取組の妥当性等について審議をしてもらう第三者委員会を設

置した。（国の機関） 

○ 工事の入札結果等を審議する第三者委員会と物品・業務の入札結果等を審議

する第三者委員会はそれぞれ別に設置し，開催している。（国の機関） 

○ 複数の発注機関が共同により第三者機関を設置し，入札結果等に関する問題

全般を審議してもらっている。事務負担を公平にするため，事務局は持ち回りに

している。（政府出資法人） 

○ 審議対象とする入札案件の選定は，恣意的要素の排除と客観性の確保から，全

て第三者委員会にお任せしており，自由に問題提起がなされるようにしている。

（政府出資法人） 
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３ 法令遵守意識の向上のための職員教育 

(1) 入札談合等関与行為防止法の研修の実施 

アンケート調査において，過去３年間に職員に対して入札談合等関与行為防止法

の内容を周知するための研修を実施したことがあるか尋ねたところ，「①ある」と回

答した発注機関の割合は，「都道府県又は政令指定都市」が 64.2％と最も高く，「国

の機関」の 52.0％がこれに続いている。一方，「人口５万人以上 20万人未満の地方

公共団体」，「人口５万人未満の地方公共団体」及び「政府出資法人」では，研修を

実施している割合はそれぞれ 20.9％，4.8％及び 23.7％にとどまった。 

問１ 入札談合等関与行為防止法の研修 

貴機関では，過去３年間（平成 26 年度～28 年度）に，職員に対して，入札談合等関与行為防止法

の内容を周知するための研修を実施したことがありますか。研修を実施したことがある場合は，研修

を開始した時期及び研修を開始した契機を具体的に記載してください。 

なお，職員の綱紀保持のための研修の中で，入札談合等関与行為防止法に関する説明を併せて行っ

ている場合は，「①ある」を選んでください。 

① ある 

② ない 

本調査では，研修を開催した契機について，以下のような理由が挙げられていた。 

○ 当市の職員が入札談合等に関与していた事実が認められたため。（人口５万人未

満の地方公共団体） 

○ 近隣の自治体の職員が入札談合等に関与し，その内容が大きく報道されたこと

から他人事ではないと考えたため。（人口５万人未満の地方公共団体） 

○ 入札制度の変更に伴い，入札談合等に関与しないための遵守事項を確認する必

要があるため。（人口５万人未満の地方公共団体）

① 52.0%

① 64.2%

① 49.1%

① 20.9%

① 4.8%

① 23.7%

② 48.0%

② 35.8%

② 50.9%

② 79.1%

② 95.2%

② 76.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=398)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=993)

政府出資法人(n=173)

①ある ②ない
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【参考】23 年調査との比較 

23 年調査では，過去３年間に職員に対して入札談合等関与行為防止法の内容を周

知するための研修を実施したことがあるか尋ねている。今回の調査結果と比較する

と以下のとおりである。いずれの発注機関区分においても，取組を行っている発注機

関の割合は高くなっている。 

過去３年間に職員に研修を実施した割合 

（注）平成 23年の数値は，23年調査における「貴機関では，過去３年間（平成 20年度～22年度）に，職員

に対して，入札談合等関与行為防止法の内容を周知するための研修を実施したことがありますか。」との

問いに対し，「①ある」と回答した割合である。 

40.0%

50.9%

22.9% 19.1%

52.0%

64.2%

26.9% 23.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

国の機関 都道府県又は

政令指定都市

人口５万人以上の

地方公共団体

政府出資法人

平成23年 今回
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(2) 研修対象職員の所属部課室 

アンケート調査において，過去３年間に入札談合等関与行為防止法の研修を実施

したことがあると回答した発注機関に対し，研修の対象部課室を尋ねたところ，「④

その他」と回答した割合がいずれの発注機関区分においても多く，その内容としては，

「全職員を対象としている」（国の機関），「各課室の庶務担当職員を対象としてい

る」（国の機関），「部課室は特定せず希望者を対象としている」（政府出資法人）

などの回答がみられた。 

いずれの発注機関区分においても，契約担当者部課室と発注担当部課室による研

修対象の著しい差異は認められなかったが，コンプライアンス担当部課室を対象と

していると回答した発注機関の割合は少なかった。 

① 53.8%

① 62.8%

① 15.1%

① 26.5%

① 22.9%

① 34.1%

② 53.8%

② 46.5%

② 15.1%

② 34.9%

② 25.0%

② 34.1%

③ 7.7%

③ 0.0%

③ 3.8%

③ 0.0%

③ 6.3%

③ 7.3%

④ 84.6%

④ 51.2%

④ 83.0%

④ 66.3%

④ 70.8%

④ 61.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=13)

都道府県又は

政令指定都市(n=43)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=53)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体

(n=83)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=48)

政府出資法人(n=41)

①契約担当部課室

②発注担当部課室

③コンプライアンス担当部

課室

④その他

問１－２ 

問１で「①ある」と回答した発注機関にお尋ねします。研修の対象は，どの部課室ですか（複数回

答可）。 

① 契約担当部課室 

② 発注担当部課室 

③ コンプライアンス担当部課室 

④ その他（具体的に記載してください） 
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本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 当市が定期的に外部講師を招いて実施している入札談合等関与行為防止法説明

会に，近隣の自治体にも声をかけて参加してもらっている。（人口 20 万人以上の地

方公共団体） 

○ 職員向けに実施している入札談合等関与行為防止法研修に，発注関係事務の委

託先の職員も受講対象としている。（人口 20万人以上の地方公共団体） 

○ 自前で定期的に研修を開催することは難しいので，定住自立圏内の他の自治体

と連携して，他の自治体において研修が実施される場合に当市の職員も参加させ

てもらっている。（人口５万人以上 20 万人未満の地方公共団体） 

○ 問題が発生してからでは遅いこと，また，入札談合等関与行為防止法を遵守すべ

き職員は全職員であることから，全職員を対象にした同法の研修会を開催した。

（人口５万人未満の地方公共団体） 
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(3) 研修対象職員の役職 

アンケート調査において，過去３年間に入札談合等関与行為防止法の研修を実施

したことがあると回答した発注機関に対し，どのような役職の職員を対象としたか

尋ねたところ，「国の機関」及び「政府出資法人」においては，「②一般職員」と回

答した発注機関が多く，その他の発注機関区分においては，「⑤対象は限定していな

い」と回答した発注機関が多かった。 

「⑥その他」の内容としては，「新規転入者」（都道府県又は政令指定都市），「入

庁 10年目程度の職員」（人口 20 万人以上の地方公共団体），「新規採用者」（人口

20 万人以上の地方公共団体）などの回答がみられた。  

問１－３ 

問１で「①ある」と回答した発注機関にお尋ねします。上記研修は，どのような役職の職員を対象

としたものですか（複数回答可）。 

① 幹部・管理職 

② 一般職員 

③ 非常勤職員 

④ １年以内に退職を予定している職員 

⑤ 対象は限定していない 

⑥ その他（具体的に記載してください） 

① 15.4%

① 32.6%

① 26.9%

① 31.0%

① 25.0%

① 29.3%

② 53.8%

② 39.5%

② 30.8%

② 41.7%

② 31.3%

② 43.9%

③ 7.7%

③ 4.7%

③ 1.9%

③ 3.6%

③ 0.0%

③ 2.4%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

⑤ 30.8%

⑤ 48.8%

⑤ 38.5%

⑤ 42.9%

⑤ 58.3%

⑤ 39.0%

⑥ 23.1%

⑥ 18.6%

⑥ 26.9%

⑥ 13.1%

⑥ 14.6%

⑥ 19.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

国の機関(n=13)

都道府県又は

政令指定都市(n=43)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=52)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体

(n=84)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=48)

政府出資法人(n=41)

①幹部・管理職

②一般職員

③非常勤職員

④１年以内に退職を予定

している職員

⑤対象は限定していない

⑥その他
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(4) 研修の開催頻度 

アンケート調査において，過去３年間に入札談合等関与行為防止法の研修を実施

したことがあると回答した発注機関に対し，研修の開催頻度を尋ねたところ，「②１

年に１回程度」と回答した発注機関が多かった。 

「⑥その他」としては，「階層別研修，新規採用研修，担当課による研修などによ

り年に複数回開催している」（都道府県又は政令指定都市），「県内の他市で職員が

入札談合等に関与する事件が発生した際に一度開催した」（人口５万人未満の地方公

共団体）などの回答がみられた。 

本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 研修室における座学研修のほか，自席でＰＣによるＷＥＢ研修を行っている。

（国の機関） 

○ 職員の意識付けは定期的に行う必要があることから，毎年特定月をコンプライ

アンス業務点検の強化月間と位置付け，必ず職員に対する研修を開催している。

（人口５万人以上 20 万人未満の地方公共団体）  

① 16.7%

① 4.8%

① 1.9%

① 1.2%

① 0.0%

① 2.4%

② 50.0%

② 57.1%

② 46.2%

② 44.0%

② 28.3%

② 48.8%

③ 8.3%

③ 7.1%

③ 1.9%

③ 6.0%

③ 4.3%

③ 0.0%

④ 0.0%

④ 0.0%

④ 1.9%

④ 3.6%

④ 0.0%

④ 0.0%

⑤ 8.3%

⑤ 16.7%

⑤ 28.8%

⑤ 22.6%

⑤ 37.0%

⑤ 24.4%

⑥ 16.7%

⑥ 14.3%

⑥ 19.2%

⑥ 22.6%

⑥ 30.4%

⑥ 24.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=12)

都道府県又は

政令指定都市(n=42)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=52)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=84)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=46)

政府出資法人(n=41)

①半年に１回程度 ②１年に１回程度 ③２年に１回程度

④３年に１回程度 ⑤不定期に実施している ⑥その他

問１－４ 

問１で「①ある」と回答した発注機関にお尋ねします。研修の開催頻度はどれくらいですか。 

① 半年に１回程度 

② １年に１回程度 

③ ２年に１回程度 

④ ３年に１回程度 

⑤ 不定期に実施している 

⑥ その他（具体的に記載してください） 
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○ 近隣の自治体で官製談合事件が発生し，大きく報道されたため，職員に遵守意識

を高めてもらうために，入札談合等関与行為防止法等の説明会とは別に，報道記事

を基にして，なぜ事件が起こったか，今後自分たちはどのようなことに気を付けれ

ばよいかなどについて，職員に議論させ，各自発表させる勉強会を開催した。（人

口５万人未満の地方公共団体） 
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４ 職員に入札談合等に関与させないために必要と考えられるその他の取組 

(1) 発注関係事務の外部委託先に対する取組 

外部委託の状況・今後の見通し 

アンケート調査において，発注関係事務（設計，積算，業者選定，監督，検査等）

について外部委託を行っているか尋ねたところ，「国の機関」を除くいずれの発注

機関においても「①行っている」と回答した発注機関の割合が過半であった。 

また，アンケート調査において，今後の発注関係事務の外部委託件数における増

減見込みについて尋ねたところ，いずれの発注機関区分においても「④不明」と回

答した割合が多く，「③減る」と回答した割合はいずれの発注機関区分においても

低かった。 

問１７ 発注関係事務の外部委託の有無・見通し 

貴機関では発注関係事務（設計，積算，業者選定，監督，検査等）について外部委託を行っていま

すか（一部を委託しているものも含む）。 

① 行っている 

② 行っていない 

① 44.0%

① 76.1%

① 64.8%

① 64.7%

① 59.0%

① 61.8%

② 56.0%

② 23.9%

② 35.2%

② 35.3%

② 41.0%

② 38.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=67)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=399)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=995)

政府出資法人(n=173)

①行っている ②行っていない
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問１７－２ 

貴機関において，今後，発注関係事務の外部委託件数の増減についてどのように見込まれますか。 

① 増える 

② 変わらない 

③ 減る 

④ 不明 

① 0.0%

① 4.5%

① 8.4%

① 5.0%

① 6.9%

① 6.4%

② 28.0%

② 28.8%

② 27.1%

② 37.4%

② 42.2%

② 39.5%

③ 0.0%

③ 0.0%

③ 1.9%

③ 3.3%

③ 2.5%

③ 0.0%

④ 72.0%

④ 66.7%

④ 62.6%

④ 54.3%

④ 48.4%

④ 54.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=66)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=107)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=398)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=979)

政府出資法人(n=172)

①増える ②変わらない ③減る ④不明
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外部委託先に対する入札談合防止のための取組状況 

アンケート調査において，発注関係事務の外部委託を行っていると回答した発

注機関に対し，外部委託している法人に当該委託事務における秘密情報の漏えい

対策等の入札談合を防止するための取組を行っているか尋ねたところ，「都道府県

又は政令指定都市」においては，「①行っている」と回答した発注機関の割合が

50.0％であった。

また，「①行っている」と回答した発注機関に取組内容を尋ねたところ，委託契

約書に秘密情報の遵守について明記しているにとどまっている発注機関が多かっ

た。 

問１８ 外部委託先に対する入札談合防止のための取組 

問１７で「①行っている」に該当すると回答した発注機関にお尋ねします。最近の入札談合事件に

おいて，発注機関から発注関係業務（設計管理支援業務又は入札事務）を受託していた法人の職員が，

入札の前に特定の工事業者に対し，工事の予定価格の基となる工事積算金額又は相指名業者の名称を

教示することがあり，これらの行為が入札談合事件の違反行為を誘発し，又は助長していたと認めら

れたという例があります。 

貴機関では，発注関係事務を外部委託している法人に対し，当該委託事務における秘密情報の漏え

い対策等の入札談合を防止するための取組を行っていますか。また，行っている場合は，取組の内容

を具体的に記載してください。 

① 行っている 

② 行っていない 

① 30.0%

① 50.0%

① 31.4%

① 16.5%

① 9.4%

① 39.6%

② 70.0%

② 50.0%

② 68.6%

② 83.5%

② 90.6%

② 60.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=10)

都道府県又は

政令指定都市(n=50)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=70)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=255)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=583)

政府出資法人(n=106)

①行っている ②行っていない
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外部委託先の入札談合防止のための取組の把握 

アンケート調査において，発注関係事務の外部委託を行っていると回答した発

注機関に対し，外部委託している法人における入札談合を防止するための取組を

把握しているか尋ねたところ，いずれの発注機関区分においても，「①把握してい

る」と回答した割合は低かった。 

問１８－２ 

問１７で「①行っている」に該当すると回答した発注機関にお尋ねします。貴機関では，発注関係

事務を外部委託している法人における入札談合を防止するための取組を把握していますか。また，

把握している場合は，把握する方法を具体的に記載してください。 

① 把握している 

② 把握していない 

① 11.1%

① 6.7%

① 0.0%

① 0.0%

① 1.2%

① 5.1%

② 88.9%

② 93.3%

② 100.0%

② 100.0%

② 98.8%

② 94.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=9)

都道府県又は

政令指定都市(n=45)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=65)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=232)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=517)

政府出資法人(n=99)

①把握している ②把握していない
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外部委託先に対する指導等 

アンケート調査において，発注関係事務の外部委託先の法人に対する取組を把

握していると回答した 15機関に対し，外部委託先の取組を把握した結果を踏まえ

て，必要に応じて指導等を行っているか尋ねたところ，「①指導等を行っている」

と回答した発注機関は 10機関であり，「②指導等を行っていない」と回答した発

注機関は５機関であった。 

問１８－３ 

問１８－２で「①把握している」に該当すると回答した発注機関にお尋ねします。貴機関では，発

注関係事務を外部委託している法人に対し，取組を把握した結果を踏まえて，必要に応じて何らかの

指導等を行っていますか。また，行っている場合は，指導等の内容を具体的に記載してください。 

① 指導等を行っている 

② 指導等を行っていない 

本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 情報漏えい等を行わないことを委託先との契約書に記載するだけでなく，委

託先の業務計画書において，具体的な防止策を記載させている。（都道府県又は

政令指定都市） 

○ 職員向けに実施している入札談合等関与行為防止法の研修に，発注関係事務

の委託先の職員も参加させている。（都道府県又は政令指定都市） 

○ 委託先の事業者に対して，業務計画書にコンプライアンスに係る取組を行う

よう契約書等に規定し，取組の内容を報告させている。（人口５万人未満の地方

公共団体） 

○ 委託先にコンプライアンス等の教育を義務付け，実施した内容の報告を求め

るようにしている。（政府出資法人） 

○ 委託先の職員は，自機関の職員と同じ事務所内で業務を行うことが多く，日常

的に秘密情報を目にする機会（リスク）があるため，職員がパソコンから印刷を

行った際には，離れた位置にあるプリンタから自動的に印刷物が出力されるの

ではなく，プリンタに職員証をかざさないと出力されない設定にして，印刷した

本人以外に印刷物が目に触れることがないようにした。（政府出資法人） 
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(2) ＯＢへの対応 

ＯＢの再就職先の把握 

アンケート調査において，ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているかどうか

把握しているか尋ねたところ，「都道府県又は政令指定都市」においては「①把握

している」と回答した割合が 80.3％と高かった一方，他の発注機関区分では，４

割に満たなかった。 

問１４ ＯＢの再就職 

過去の官製談合事件では，発注機関職員が退職後に，入札等に参加する可能性のある事業者又はそ

の業界団体（以下「入札参加事業者等」といいます。）に再就職し，元の職場などに営業活動等を行っ

ており，当該ＯＢが現職の職員に対して法令に違反するような行為を求める働きかけを行った，ある

いは現職の職員がＯＢに秘密情報を漏えいしたという例があります。 

貴機関では，ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているのかどうかを把握していますか。 

① 把握している 

② 把握していない 

① 20.0%

① 80.3%

① 39.8%

① 29.4%

① 27.4%

① 37.6%

② 80.0%

② 19.7%

② 60.2%

② 70.6%

② 72.6%

② 62.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=25)

都道府県又は

政令指定都市(n=66)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=108)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=398)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=996)

政府出資法人(n=173)

①把握している ②把握していない
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【参考】23 年調査との比較 

23 年調査では，ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているかどうか把握してい

るか尋ねている。今回の調査結果と比較すると以下のとおりであり，把握している

割合はおおむね高くなっている。 

ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているかどうか把握している割合 

（注）平成 23 年の数値は，23 年調査における「貴機関では，ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているの

かどうかを把握していますか。」との問いに対し，「①把握している」と回答した割合である。 

20.0%

66.7%

12.7%

28.4%
20.0%

80.3%

31.6%
37.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

国の機関 都道府県又は

政令指定都市

人口５万人以上の

地方公共団体

政府出資法人

平成23年 今回
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ＯＢの再就職先における業務内容の把握 

アンケート調査において，ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているかどうか

を把握していると回答した発注機関に対し，ＯＢがどのような仕事をしているか

を把握しているか尋ねたところ，「人口 20 万人以上の地方公共団体」においては，

「①把握している」と回答した割合が 72.2％と高かった。 

問１４－２ 

問１４で，「①把握している」と回答した発注機関にお尋ねします。入札参加事業者等に再就職した

ＯＢがどのような仕事をしているかを把握していますか。 

① 把握している 

② 把握していない 

③ ＯＢが入札参加事業者等に再就職していない 

（注）グラフでは「③ＯＢが入札参加事業者等に再就職していない」と回答したものを除いて集計を行って

いる。 

 なお，「③ＯＢが入札参加事業者等に再就職していない」と回答した発注機関数は，181機関（人口 20

万人以上の地方公共団体：７機関，人口５万人以上 20 万人未満の地方公共団体：25 機関，人口５万人

未満の地方公共団体：128 機関，政府出資法人：21機関）である。 

① 60.0%

① 66.0%

① 72.2%

① 59.1%

① 76.7%

① 59.1%

② 40.0%

② 34.0%

② 27.8%

② 40.9%

② 23.3%

② 40.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=5)

都道府県又は

政令指定都市(n=53)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=36)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=93)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=146)

政府出資法人(n=44)

①把握している ②把握していない
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【参考】23 年調査との比較 

23 年調査では，ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているかどうか把握してい

る発注機関に対し，ＯＢの仕事を把握しているか尋ねている。今回の調査結果と比

較すると以下のとおりである。 

ＯＢの仕事を把握している割合  

（注１）割合が低くなっている「国の機関」において，設置している発注機関の数自体は減っていない。 

（注２）平成 23 年の数値は，23 年調査における「入札参加事業者等に再就職したＯＢがどのような仕事を

しているかを把握していますか。」との問いに対し，「①ＯＢがどのような仕事をしているのか把握し

ている」と回答した割合（「③ＯＢが入札参加事業者等に再就職していない」と回答したものを除く。）

である。 

100.0%

52.9% 53.4%
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人口５万人以上の

地方公共団体

政府出資法人

平成23年 今回
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ＯＢに対する取組 

アンケート調査において，ＯＢが入札参加事業者等に再就職しているかどうか

を把握している又は把握していないと回答した発注機関に対し，官製談合事件の

未然防止の観点から何か取組を行っているか尋ねたところ，「都道府県又は政令指

定都市」においては，「①行っている」と回答した割合が 64.2％と高かった。他

方，「国の機関」では「①行っている」と回答した割合は 16.7％，「人口５万人未

満の地方公共団体」は 12.3％であった。 

問１４－３ 

問１４－２で「①把握している」又は「②把握していない」と回答した発注機関にお尋ねします。

貴機関では，入札参加事業者等に再就職したＯＢがいる場合，当該ＯＢが再就職している入札参加事

業者等に対して，ＯＢを入札等関連業務に従事させないように要請したり，ＯＢを対象とした研修会

を行ったりするなど，官製談合事件の未然防止の観点から取組を行っていますか。また，行っている

場合は，その内容を具体的に記載してください。 

① 行っている 

② 行っていない 

本調査においては，次のような取組例がみられた。

○ 定年退職予定者を対象に再就職等の規定についてのパンフレットを退職の半

年前に配布するとともに，退職式においても説明している。退職後の再就職等に

ついての関心が高まっているため，退職予定の職員に対しては制度について繰

り返し周知を行うようにしている。また，幅広く周知するためにパンフレットは

公表している。（都道府県又は政令指定都市） 

① 16.7%

① 64.2%

① 41.7%

① 30.9%

① 12.3%

① 19.6%

② 83.3%

② 35.8%

② 58.3%

② 69.1%

② 87.7%

② 80.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国の機関(n=6)

都道府県又は

政令指定都市(n=53)

人口20万人以上の
地方公共団体(n=36)

人口５万人以上20万人
未満の地方公共団体(n=94)

人口５万人未満の

地方公共団体(n=154)

政府出資法人(n=46)

①行っている ②行っていない
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○ 再就職を希望する職員及び退職者を採用する団体に対し，ＯＢによる現役職

員に対する働きかけの規制等をまとめた資料を配布し，周知を図っている。（都

道府県又は政令指定都市） 

○ 退職予定者に，退職者と発注機関の関わり方についての留意事項等を記載し

た資料の配布・説明を行っている。（人口５万人未満の地方公共団体） 

○ ＯＢから，働きかけその他の不正な行為をしない旨を記した誓約書を提出し

てもらうこととしている。また，再就職先企業からも同様に，働きかけその他の

不正な行為をしない旨を記した誓約書を提出してもらうこととしている。（政府

出資法人） 
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(3) 発注機関から寄せられた成果のあった取組 

アンケート調査及びヒアリング調査において，発注機関における官製談合事件を

未然に防止するための成果のあった取組を尋ねたところ，次のような回答がみられ

た。 

○ 入札公告やオープンカウンター方式による見積合せ等の新着調達情報をメール

マガジンで配信（希望する業者のみ）し，参加業者の拡大を図っている。また，仕

様書受領業者に対しアンケートを配布し，不参加となった場合であっても，当該業

者に対してその理由を聴取し，調達手続の改善を図り，特定の業者に偏らないよう

努めている。（国の機関） 

○ 談合情報取扱要綱・入札参加者心得を改正し，指名停止基準の延長，談合等によ

る賠償金の強化を行った。（人口 20万人以上の地方公共団体） 

○ 入札等の実施・業者の決定に当たって，業者から提出される見積もりに頼りすぎ

ているのではないかという問題意識と，若手職員への能力の継承方法の見直しか

ら，維持管理費積算ワーキンググループを設立し，実際にテーマに基づいて職員自

ら積算内訳書を作るなどして職員の自己積算能力の向上に努めている。（人口５万

人以上 20万人未満の地方公共団体） 

○ 過去に発生した（官製談合）事件を風化させることのないように，職員研修の際

には，必ず事件について詳細に説明することにしている。事件が発生した場合には

周りの職員にも多大な影響があること，仮に上役からの指示だとしても間違いは

間違いであるとはっきり言うことが大切であること，そのためには何が正しいか

をしっかり理解しておくことが大事だということを説明している。事件を知らな

い職員から，事件に関する説明を聞いて，気を付けようと思ったという声が聞かれ

る。（人口５万人未満の地方公共団体） 

○ 業者選定委員会の事務局は，業者選定委員会の場において，官製談合事件はもと

より，官側の関与がない入札談合事件の報道情報についても紹介することにより，

職員自身が入札談合等に関与しないように注意を促している。（人口５万人未満の

地方公共団体） 

○ 調達情報等をウェブサイトに掲載する取組は，事業者からの働きかけを受ける

機会を減らすこと，提供する情報に事業者間で不公平・不公正があってはならない

との観点から行ったが，結果として，これまで入札参加実績のなかった事業者から

の問い合わせや入札参加があるなど，競争性が高まる成果も出ている。（政府出資

法人） 
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(4) 発注機関から寄せられた課題等 

アンケート調査及びヒアリング調査において，発注機関における官製談合事件を

未然に防止するための今後の課題を尋ねたところ，次のような回答がみられた。 

○ 風化の防止や職員の意識が薄れないようにするためにも，研修の拡充や相談体

制の充実等により，各職員が「入札談合等関与行為は許容しない」という組織とし

ての意識を常にもち，風通しのよい職場となるよう，引き続き取り組んでいく必要

がある。（国の機関） 

○ 職員に研修を受講させていたにも関わらず，事件が発生してしまっているので，

職員の立場に置き換えて考えさせること，また，発注機関として職員が正しく理解

しているか確認することが課題である。（都道府県又は政令指定都市） 

○ 職員向けに入札談合等防止法研修会を行い，研修についてアンケートを行った

ところ，予想以上に「研修を受講する前は（法律の）内容について把握していなか

った」と回答する職員が多かった（出席者の８割）。知っていて当然と思わず，あ

る程度の期間ごとに職員に対して啓発を行うことが重要であると感じた。（人口５

万人以上 20 万人未満の地方公共団体） 

○ 定期的な職員研修を開催する必要がある。（人口５万人未満の地方公共団体） 

○ コンプライアンスマニュアルの作成，官製談合事件を想定した規定や標準例の

作成。（人口５万人未満の地方公共団体） 

○ 本アンケートを機に，官製談合防止を含め，コンプライアンス全般について，規

程の見直しやマニュアル作成等の検討を行いたい。（政府出資法人） 

○ 法令遵守と公正性・透明性を確保した調達の推進，社内教育や啓発活動の継続的

実施。（政府出資法人）  
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５ 発注機関区分以外による各種取組の比較 

(1) 過去10年間に職員による官製談合事件が発生した発注機関と発生していない発注

機関による比較 

過去 10 年間（平成 19年度～平成 28 年度）に職員が関与した官製談合事件が発生

しているか否かの別により，各種取組の割合の違いをみてみると，事件があった発注

機関の方がおおむね取組が行われている結果となっている。 

（注）「事件あり」及び「事件なし」は，「貴機関の職員が過去 10年間以内に官製談合事件に関与したことが

ありますか。」との問いに対し，それぞれ「①あり」及び「②なし」と回答した割合である。 
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(2) 人口５万人以上の地方公共団体（都道府県及び政令指定都市を除く）のうち，23年

調査において調査対象であった地方公共団体と23年調査非対象の地方公共団体の取

組の比較 

23 年調査では，国の機関，都道府県又は政令指定都市及び政府出資法人について

は，全数調査を実施している（平成 23 年３月 11日の東日本大震災発生を踏まえ，災

害救助法の適用を受けた地方公共団体等を除く。）。また，人口５万人未満の地方公

共団体は調査対象としていない。 

他方，人口５万人以上の地方公共団体（都道府県及び政令指定都市を除く。）は抽

出調査を行っている。 

そのため，人口５万人以上の地方公共団体（都道府県及び政令指定都市を除く。）

のうち，23 年調査において調査対象であった地方公共団体と 23年調査非対象の地方

公共団体の各種取組の比較を行ったところ，23 年調査時において調査対象であった

発注機関の方がおおむね取組が行われている結果となっている。 
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入札談合等関与行為等の防止に向けて 

１ 発注機関における取組の必要性

冒頭で述べたとおり，発注機関の職員が入札談合等に関与した事件が依然として多

くみられる状況にあり，アンケート調査において回答のあった発注機関（1,768 機関）

のうち，81 機関が過去 10 年間に官製談合事件が発生していると回答している。 

入札談合は，独占禁止法が禁止するカルテルの典型事例で，最も悪質な独占禁止法違

反行為の一つであり，特に発注者が国や地方公共団体の場合には，予算の適正な執行を

阻害し，納税者である国民の利益を損ねることとなる。 

まして，発注機関の職員が入札談合等に関与する行為等は，当該発注機関の利益を追

求すべき職員がその利益を自ら損なうという利益背反行為に等しく，許されるべきも

のでないことはいうまでもない。また，職員が入札談合等に関与した事件が一たび発生

した場合には，当該関与職員個人の問題にとどまることなく，当該発注機関においても，

発注機関の組織全体の問題として，原因の究明や再発防止策の策定等といった対応が

必要となる。さらに，マスコミ等に事件を大きく報じられ，当該発注機関は，国民から

組織全体の信頼を著しく失うことになる。 

本調査においては，前述のとおり，国の機関，地方公共団体，政府出資法人を調査対

象とし，中でも地方公共団体においては，人口５万人未満の地方公共団体も初めてその

すべてを対象としている。特に小規模な発注機関においては，下記２に紹介する職員に

よる入札談合等の関与を未然に防止するための各種取組の中でも，特に人的リソース

を必要とするような取組を行うことが困難な場合もある。本調査の結果では，小規模な

発注機関ほど取組が進んでいない結果が明らかになったが，職員が入札談合等に関与

した事件が一たび発生した場合に必要とされる組織の対応については，発注機関の規

模の大小によって大きく異なるわけではない。小規模な発注機関においても，本報告書

で紹介する取組例を参考に，可能な取組から実施することが必要である。 

他方，国の機関や都道府県及び政令指定都市等の大規模な発注機関においても，23年

調査と比較すると各種取組におおむね進展がみられているが，必ずしも十分とはいえ

ない状況にある取組も依然みられる。 

また，本調査では，発注機関が事務の効率化等の観点から発注関係事務を外部委託し

ている状況や，外部委託している発注機関における外部委託先に対する入札談合等の

未然防止の観点からの取組について調査しているが，規模の大小を問わず多くの発注

機関が発注関係事務を外部委託しているにもかかわらず，入札談合等の未然防止の取

組は十分に行われているとはいえない結果が明らかになっている（51 頁～55 頁）。 

これらのことからも，発注機関の規模の大小によらず，入札談合等の未然防止のため

の取組の必要性は決して減ずることは無い。本報告書では，各種取組の事例を多く紹介

しているので，発注機関においては，紹介した他の発注機関の取組例等を参考に取組を

進めることが望まれる。  
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２ 具体的な取組 

職員に入札談合等に関与させないための発注機関の取組の大きな柱として，①入札

等の手続に関し，発注機関の職員が守るべきルールを定めてその旨を明文化すること

（規程の整備），②入札等に関して定めたルールが守られているかを（内部・外部を問

わず）チェックする体制を作ること（体制の整備），③入札等の手続に関して定めたル

ール等を職員に正しく把握させる機会を設けること（研修の実施）が挙げられる。発注

機関には，これらの構築に取り組むとともに，取組内容を定期的に見直し，より充実し

たものに改善していくことが求められる。 

発注機関と一口にいってもその体制は様々であり，先にも述べたとおり，特に小規模

な発注機関においては，体制の整備等に取り組むことが難しい場合もあると考えられ

る。しかし，①発注機関の職員が守るべきルールを定めて明文化する取組は，発注機関

の規模にかかわらず必要であると思われ，また，これらのルールをまとめたマニュアル

は一度作成し，職員に周知しておくと，職員による入札談合等の関与についての未然防

止効果があると考えられる。また，②体制の整備についても，すべての取組を行わない

までも，何らかの取組を行うことで一定のチェック機能は果たすものと思われ，③研修

の実施についても，共同の自治体による開催や必ずしも研修という形態にとらわれな

い効果的な職員への周知を実施している取組例もみられる。本文中の各調査項目欄に

は取組例を多数紹介しており，発注機関においては可能な取組から実施することが求

められる。 
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(1) 職員に入札談合等に関与させないために必要と考えられる規定の整備 

規定の作成・見直し 

(ｱ) 入札等に係る秘密情報の管理 

「秘密情報の管理を徹底」や「秘密情報の漏えいを禁止」といった文言は，発

信者が官か民かを問わず，目や耳にすることが多い。 

発注機関における入札等に係る「秘密情報」の内容は，発注機関ごとに異なる

ため，発注機関は職員に対し，「秘密情報の管理を徹底する」といった抽象的な

ルールを規定するだけでなく，発注機関における秘密情報の内容が何かを明ら

かにしておく必要がある。しかしながら，本調査においては，いずれの発注機関

区分においても，秘密情報の内容をそもそも「定めていない」と回答している発

注機関が多かった（４頁）。 

発注機関が職員に対して，秘密情報の漏えいの禁止を周知する取組自体にも，

秘密情報漏えいの未然防止に一定の効果はあると思われるが，入札等に係る秘

密情報の内容等を明らかにし，文書の持ち出し，保存方法の留意点等の管理方法

について明記した規定を定めて，これを職員に周知する取組が求められる（本調

査における発注機関の取組例は８頁参照。）。 

(ｲ) 外部からの働きかけに対する対応 

発注業務を担当する職員等は，事業者からの照会への対応等のため，事業者と

接触する機会は必然的に多くなる。入札等が適正に執行されるために，職員が事

業者の照会に真摯に対応すること自体は当然のことであるが，事業者から予定

価格，設計価格，入札参加業者名等を漏らす，特定の事業者が入札等に参加でき

るようにするなどの働きかけを受ける場合もあり得ることから，発注機関は，外

部から働きかけを受けた場合には上司に報告するなどの発注機関としてのルー

ルを定めておく必要がある。 

本調査においては，「都道府県又は政令指定都市」及び「人口 20 万人以上の

地方公共団体」を除く発注機関区分においては，外部からの働きかけに対する取

組があまり行われていない状況が認められた（９頁）。  

また，事業者又はＯＢなど外部との接触に際して，応対は一人では行わない，

定められた場所で応対するなどの留意事項を定め，職員に周知を行っている取

組は，いずれの発注機関区分においても行っている発注機関は少なく，また，取

組を行っている発注機関においても，運用状況の確認まで行っている発注機関

の割合は少なかった（11～13 頁）。 

発注機関は，職員が事業者と接触することにより生じうるリスクがあること

を認識し，事業者からの働きかけに係る対応や事業者との接触についてルール

を定め，これを職員に周知するとともに，ルールが適切に運用されているかを確

認する取組も求められる（本調査における発注機関の取組例は９～13頁参照。）。 



69 

組織としての意思の明確化 

公正取引委員会がこれまでに改善措置要求をした際の認定事実や当該要求を受

けた発注機関の調査結果では，職員が入札談合等関与行為を行った背景・要因とし

て，  

① 地元業者の安定的・継続的な受注の確保や困難な事業に適切に対応できる

専門的な事業者の育成など，業界や地元業者を保護・育成するため 

② 信用確実な事業者へ委託し，品質を確保するため 

③ 過去の取引実績の維持等により，円滑な入札業務を確保するため 

などの点が挙げられている。 

これらの理由が職員による入札談合等関与行為を正当化するものでないのはい

うまでもないが，発注機関は，組織としていかなる理由があろうとも，職員が入札

談合等に関与する行為を認めないという意思を明確化しておくことが必要であり，

それにより職員による入札談合等関与行為の抑止にもつながると考えられる。組

織としての明確化の方法には，懲戒規定に入札談合等関与行為等を懲戒処分の対

象にすることの明記，発注機関の長等による訓示，会議や研修等の場を利用したコ

ミットメントなどが挙げられる。 

本調査では，懲戒規定において入札談合等関与行為等を懲戒処分の対象にする

ことを明記している発注機関の割合は，「都道府県又は政令指定都市」においては

５割を超えており，比較可能な他の発注機関区分においても総じて 23 年調査より

も明記している割合が進んでいたが，「都道府県又は政令指定都市」を除く発注機

関区分においては明記している割合は半数に満たなかった（14 頁）（本調査にお

ける発注機関の取組例は 15 頁参照。）。 

コンプライアンス・マニュアルの作成及び見直し 

入札談合等関与行為に限らず，各種の不祥事を防ぐためには，職員が遵守すべき

法令・条例等の内容を理解していることが前提であり，職員に効果的・効率的に知

識を習得させるため，発注機関は法令・条例等をより具体化したコンプライアン

ス・マニュアルを作成・整備しておくことが望まれる。 

また，発注機関においては，作成したコンプライアンス・マニュアルをよりわか

りやすく使いやすいものとするため，発注機関において定期的な改定を行うこと

が望ましい。 

本調査では，「都道府県又は政令指定都市」においては約７割，「政府出資法人」

においては８割超の発注機関においてコンプライアンス・マニュアルが作成され

ていたものの，当該コンプライアンス・マニュアルに入札談合等関与行為防止法の

遵守を明記している発注機関の割合はそのうちの２割程度であった（16～18 頁）。 

また，これまで入札談合等関与行為に認定された事件において，その関与行為が

多く認められた発注担当職員向けに，官製談合事件に関わることのないように特

に注意すべき事項を定めたマニュアルを作成している発注機関は，比較的作成し
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ている割合が高かった「国の機関」及び「都道府県又は政令指定都市」であっても，

作成している発注機関は半数に満たない状況であった（20頁）。 

本報告書では，マニュアルに必要と思われる項目，項目に記載すべきポイント及

び本報告書の参照ページを記載したマニュアル例を参考資料として添付している

ので（参考資料８），作成していない発注機関においてはこれを参考に作成を，ま

た，作成している発注機関においても見直しを実施することが望まれる（本調査に

おける発注機関の取組例は 23～24 頁参照。）。 
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(2) 職員に入札談合等に関与させないための体制面の整備 

入札談合等関与行為等を未然に防止するためには，法令遵守を推進するための体

制の整備が必要である。その際には，発注機関の内部における体制整備だけでなく，

外部機関を利用し，客観的な分析・検証等を随時行うための体制整備についても行う

ことが望ましい。 

発注機関内部における体制面の整備 

入札談合等関与行為等を未然に防止するためには，発注機関自身が組織として

包括的に取り組んでいくことが必要である。そのためには，体制面において，入札

談合等関与行為等の発生リスクを低減させる機能を組み込んでおくことが重要で

ある。 

なお，下記(ｱ)～(ｵ)に記載した体制の整備については，発注機関の規模によって

はすべてを整えることが難しい場合もあると考えられるが，例えば，契約担当部課

室と発注部課室の分離が困難な発注機関においては，長期配属を行わないなどの

人事上の配慮を行う（又は仕様書のチェック等は複数の部課室で行う），また，下

記イに記載の外部機関を活用するなど，できるだけ特定の担当者や担当部課室の

みで審議が行われないようにすることが重要である。 

(ｱ) コンプライアンス専担部課室の設置 

職員による入札談合等関与行為を未然に防止するための取組を実効的なもの

とするためには，入札談合等関与行為防止法等に関する知見や情報の収集・管理

を行うコンプライアンス担当部課室等を設置し，よりきめ細かい体制整備を進

めることが求められる。 

本調査では，「国の機関」，「都道府県又は政令指定都市」及び「政府出資法

人」においては何らかのコンプライアンスを担当する部課室を設置していたも

のの，「人口５万人未満の地方公共団体」においては，設置していないと回答し

た発注機関の割合が過半であった（25頁）。 

人的リソースの関係からコンプライアンス業務専門の部課室を設けることが

困難な発注機関においても，既存の部課室に担当班又は担当者を置く（指名する）

ことで，同業務における責任の所在を明確にし，積極的な業務への取組を確保す

ることが可能になる（本調査における発注機関の取組例は 26 頁参照。）。 

(ｲ) 入札手続等に係る事前チェック体制の整備（発注担当部課室と契約担当部課

室の分離，仕様書等のチェック） 

入札手続等に係る事前チェック体制を整備するための取組としては，発注担

当部課室と契約担当部課室を分離することや仕様書等のチェックに係る体制の

整備などがある。 

本調査において，発注担当部課室と契約担当部課室を分離することについて，
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「都道府県又は政令指定都市」，「人口 20万人以上の地方公共団体」及び「人

口５万人以上 20 万人未満の地方公共団体」では８割前後となっていた。他方，

「人口５万人未満の地方公共団体」及び「政府出資法人」では分離している割合

は４割程度であった（27 頁）。また，「人口５万人未満の地方公共団体」及び

「政府出資法人」以外の発注機関においては発注担当部課室とは別の部課室や

機関が仕様書等のチェックを行っている割合が過半であった（28 頁）。 

人的リソースの関係から発注担当部課室と契約担当部課室を分離することが

困難な発注機関においても，例えば仕様書等のチェックを複数者で行うなどに

よって，内外のチェック機能が一定程度働くことから，このようなことも念頭に

取組を行うことが望まれる。また，過去に同種の入札等を行っている案件につい

ては，下記(ｳ)記載の事後チェックも併せて行うと未然防止の観点からより効果

があると思われる（本調査における発注機関の取組例は 29頁参照。）。 

(ｳ) 入札手続等に係る事後チェック体制の整備（不自然な結果の検証） 

落札率の高低のみにより入札談合等の有無を判断することはできないが，他

方で，入札談合等関与行為等が存在している場合には，入札結果に不自然・不合

理な点が生じている場合がある。また，高い落札率の背景として，発注機関の職

員が特定の者が入札に参加できない仕様を作成したり，非公表とされている予

定価格等の情報を漏えいしているようなこともありうる。そのため，１者入札や

同一事業者による長期継続受注，落札率が 100％又は著しく高いといった不自然

な入札結果に関する情報を集約して検証する取組を行うことは，入札談合等の

防止・発見の観点とともに，職員の入札談合等関与行為が無いかを確認する観点

からも有効である。 

本調査では，不自然な状況を分析する取組の状況についてみると，「国の機関」

では 64.0％が取組を行っていたものの，「都道府県又は政令指定都市」以外の

地方公共団体では取組を行っている発注機関の割合は低かった（30頁）。 

なお，入札結果の検証は，過去の入札談合事件において，複数年度における金

額・数量等の規則性が認められた事件なども発生していることも念頭に，個別の

入札結果，単年度の入札結果だけでなく，複数年度の検証を行うことが望ましい

（本調査における発注機関の取組例は 33 頁参照。）。 

(ｴ) 公益通報窓口の設置 

公益通報窓口の設置は，職員が職場における不正行為等を見聞きした場合な

どの連絡先窓口として，水面下で生じている問題に関する情報を入手する上で

重要な取組である。 

本調査では，公益通報の窓口を設置している発注機関の割合は，「国の機関」

及び「都道府県又は政令指定都市」では大半が設置しており，中規模の地方公共
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団体でも半数近くの機関で設置されていた（34頁）。 

しかしながら，窓口を設置している発注機関の多くが入札談合等関与行為が

通報の対象となることについて周知していなかった（35 頁）。公益通報窓口が

実効的に機能するためには，窓口を設置するだけでなく，入札談合等関与行為が

通報の対象に含まれることについての周知が望まれる（本調査における発注機

関の取組例は 35 頁参照。）。 

(ｵ) 人事上の配慮 

過去の違反事件をみると，事件に関与した職員が，同一のポストに長く従事し

たことにより，事業者との必要範囲を超えた密接な関係が構築され，働きかけを

受けてこれに応じた事案などもみられる。 

本調査において，発注担当職員が長期間同一のポストに配置されることを避

けるようにする人事上の配慮を行っている割合について，「国の機関」，「都道

府県又は政令指定都市」及び「政府出資法人」では７割を超えていた。他方，「人

口５万人未満の地方公共団体」では配慮している割合は２割程度であった（37

頁）。 

人的リソースの関係から短期間で人事ローテーションを実施するのは困難な

発注機関においても，上記記載の(ｱ)～(ｴ)の取組を行うことが望ましい。 

外部機関（第三者機関）の活用 

入札談合等関与行為等の未然防止のために，内部体制を充実させることは重要

な取組であるが，内部によるチェックではその視点が固定化されてしまうなど，チ

ェックにも限界があると思われることから，外部機関を積極的に活用する取組も

重要である。また，リソースの関係から単独で外部機関を設置することが困難な発

注機関においては，他の発注機関と共同で設置することも有効である。 

入札等に関する問題を検討する外部有識者を構成員とする第三者機関の設置状

況をみると，「国の機関」及び「都道府県又は政令指定都市」においては，ほぼす

べての発注機関が設置済みであったが，「人口５万人以上 20 万人未満の地方公共

団体」は 26.6％，「人口５万人未満の地方公共団体」は 7.1％であった（39 頁）。 

他方，設置している第三者機関における検討の対象についてみると，「工事」の

入札について適正に行われていたことに関して検討している発注機関は多かった

が，「国の機関」以外の発注機関では物品や業務の入札を対象としている発注機関

は少なかった（42頁）。 

審議の対象は，抽出案件を選定する際に高額な案件を対象としていることなど

から，「物品・業務」の入札は対象とされていないことがあるものと考えられるが，

官製談合事件は工事以外でも発生していることも踏まえ，可能な範囲で対象を拡

大することが望まれる（本調査における発注機関の取組例は 43頁参照。）。 
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(3) 職員等に対する研修の実施 

職員の入札談合等関与行為等を未然に防止するためには，遵守すべき内容を知識

として習得する機会を設けることが重要である。また，研修は単に機会を設けるだけ

でなく，以下の点に留意し，未然防止に向けた取組に資するように，実践的かつ実効

性のあるものとすることが求められる。 

なお，計量経済学的な分析において，研修の実施は官製談合事件の未然防止に効果

のある取組として有意な結果が得られている（参考資料３）。 

定期的・継続的な研修の実施 

本調査では，直近３年間の研修の実施状況について，「都道府県又は政令指定都

市」では 64.2％が研修を実施している一方，「人口５万人未満の地方公共団体」

では 4.8％にとどまっていた（44頁）。 

また，研修の開催頻度について，「人口５万人未満の地方公共団体」以外の発注

機関においては，１年に１回程度開催している発注機関が最も多かったのに対し，

「人口５万人未満の地方公共団体」では開催している発注機関のうち，最も多かっ

た回答が不定期の開催となっている。 

発注機関が単独で定期的に研修を開催することが困難である場合もあると考え

られるが，他の発注機関と連携して研修を開催している例もみられることから，こ

うした取組も参考になると思われる（本調査における発注機関の取組例は 46 頁参

照。）。 

また，公正取引委員会では，各都道府県において，地方公共団体の職員を対象に，

定期的に当委員会が開催する発注機関向けの説明会を開催しているほか，発注機

関が職員向けに行う入札談合等関与行為防止法等の研修に講師派遣を行っている

ので活用していただきたい（参考資料９）。 

対象者の選定 

研修者の対象者について，本調査では特に課室を特定せず，希望者を幅広く対象

としていると回答した発注機関が多かった（46頁）。 

また，役職についてみると，一般職員を対象としている発注機関が多かった（48

頁）。これまで公正取引委員会が発注機関に対して入札談合等関与行為防止法に基

づく改善措置要求を行った事件においては，すべて幹部・管理職による関与が認め

られていることから，一般職員に限らず幹部・管理職も研修の対象とすることが求

められる（本調査における発注機関の取組例は 46頁参照。）。 

柔軟な周知や研修内容の見直し 

小規模な発注機関の中には，そもそも発注業務や契約業務に携わる職員が極め

て少ない，改まって「研修」という形式で実施するまでの必要が認められないなど

の理由から研修を実施していない発注機関もあるものと思われる。 
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しかしながら，一たび職員の入札談合等関与行為が認められた場合の発注機関

のリスクの高さを考慮すると，研修という形式を取るかどうかは別にしても職員

に対する定期的な周知や意識付けは必要である（本調査における発注機関の取組

例は 49 頁参照。）。 

公正取引委員会では，ヒアリング調査において簡潔な支援ツールを作成してほ

しいという発注機関の要望があったことを踏まえて，本報告書の参考資料として，

「１分で分かる官談法」を作成した（参考資料４(1)）。 

また，発注機関の中には，定期的・継続的に職員に研修を実施しているにもかか

わらず，職員による入札談合等に関与する事件が発生しているケースもみられる。

研修の機会を設けていても，職員が受講していなかったり，受講しても正しく理解

していなかったりすれば効果的な取組とはいえないことから，職員には研修を受

講させるのみならず，職員の理解度を測るような取組も必要と思われる。 

公正取引委員会では，発注機関職員向けの入札談合等関与行為防止法に関する

「理解度チェックテスト」を作成した（参考資料４(2)）。 

これらのほか，発注機関職員向けに入札談合の防止に関する知識や関連する法

制度等を紹介するために，「入札談合の防止に向けて ～独占禁止法と入札談合等

関与行為防止法～」を当委員会のウェブサイト5に掲載している。発注機関におい

てはこれらを研修資料として活用していただきたい。 

(4) 職員に入札談合等に関与させないために必要と考えられるその他の取組 

発注関係事務の外部委託先に対する取組 

本調査では，設計，積算，業者選定，監督，検査等の発注関係事務の外部委託の

状況について，いずれの発注機関区分においても高い割合で委託がされている（51

頁）。しかしながら，発注機関から委託先に対する，入札談合等の未然防止に関す

る取組は十分には行われていない（53 頁）。最近の入札談合事件6において，発注

関係事務の委託先における情報漏えいが事業者による談合を助長していたとされ

る事案も発生していること，発注関係事務の外部委託の今後の状況について，「減

る」と回答した発注機関の割合が低い（51 頁）ことを踏まえると，発注関係事務

の委託先に対する未然防止のための取組を行っていない発注機関においてはその

取組は急務といえる。 

また，発注関係事務の委託先に対する未然防止のための取組を行っていると回

答した発注機関においても，その内容をみると，契約書等に秘密情報の漏えい禁止

を記載しているにとどまっている回答が多かった。 

こうした契約書等への記載も一定の抑止効果はみられるが，委託先との契約書

において秘密情報の漏えい禁止を明記したにもかかわらず，当該委託先から事業

5 http://www.jftc.go.jp/dk/kansei/text.html 
6 地方公共団体等が宮城県又は福島県の区域を施工場所として発注する施設園芸用施設の建設工事の工事

業者に対する件（平成29年２月16日公正取引委員会排除措置命令（平成29年（措）第４号））。 
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者に入札等の情報が漏えいされ，当該漏えいが入札談合につながった事件も発生

していることからも，単に記載するのみでは十分とはいえず，更なる取組が求めら

れる（本調査における発注機関の取組例は 55 頁参照。）。 

ＯＢの再就職の把握等 

ＯＢによる現役職員に対する影響力は，組織の規模の大小を問わず相応に存在

するものと思われ，特に，発注・契約等の事務に携わっていた元職員においてはな

おさらである。ＯＢの再就職については，国家公務員法，地方公務員法においても

規制がされているが，期間等の限定がなされていることから，特に長期配属の人事

上の配慮を行っていない発注機関においては，再就職先を把握しているＯＢに対

して取組を行うことが望ましい。また，ＯＢが関与した事件も発生していることか

ら（参考資料５），近いうちに退職して入札参加事業者等に再就職する予定の職員

も研修の対象とすることが望ましい（本調査における発注機関の取組例は 60 頁参

照。）。 

３ 公正取引委員会の対応 

本調査では，発注機関における官製談合防止に向けた取組について，23 年調査と比

べ調査対象を大幅に拡大して調査を行った。この結果に基づき，本報告書では，発注機

関にとって参考となると思われる入札談合等関与行為等の未然防止のための取組を多

く紹介するとともに，多くの発注機関から研修等において使用可能な支援ツールの作

成について要望があったこと，計量経済学的な分析からも研修の実施が未然防止に効

果があるとの結果が得られたことから，「１分で分かる官談法」，「理解度チェックテ

スト」などの支援ツールを作成した。 

公正取引委員会としては，入札談合等に関して厳正に対処するとともに，本調査結果

を踏まえながら，先に述べた支援ツール等の作成にとどまらず，今後も各種研修会や情

報発信等を通じて発注機関のコンプライアンス活動を支援する取組を引き続き積極的

に行っていく。


